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退職後の労働者の競業を理由とする退職金・企業年金の不支給
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一
　
序
　
論

　
労
働
者
は
、
退
職
後
は
使
用
者
に
対
し
て
競
業
避
止
義
務
を
負
わ
な
い
が
、
使
用
者
は
、
そ
の
労
働
者
で
あ
っ
た
者
に
よ
る
退
職
後
の

競
業
を
制
限
す
る
手
段
と
し
て
、
労
働
者
の
退
職
後
の
競
業
避
止
義
務
を
設
定
す
る
内
容
の
特
約
を
締
結
す
る
こ
と
が
あ
る
（
こ
の
よ
う

な
特
約
を
以
下
「
競
業
避
止
特
約
」
と
い
う
。）。
こ
の
競
業
避
止
特
約
は
、
労
働
者
の
職
業
選
択
の
自
由
（
憲
法
二
二
条
一
項
）
を
制
約
す
る

た
め
、
直
ち
に
有
効
と
は
解
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
定
め
る
競
業
制
限
が
使
用
者
が
有
す
る
法
的
保
護
に
値
す
る
利
益
を
保
護
す
る
た
め

に
合
理
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
特
約
は
公
序
（
民
法
九
〇
条
）
に
違
反
し
無
効
で
あ
る
（
合
理
性
基
準
）、
と
い
う
裁
判
例
法
理
が
形
成
さ

れ
て
い（
1
）る。

　
こ
の
競
業
避
止
特
約
と
は
別
の
競
業
対
策
と
し
て
、
使
用
者
が
定
め
る
退
職
金
制
度
に
、
退
職
後
に
競
業
し
た
者
に
は
退
職
金
の
全
部

ま
た
は
一
部
を
支
給
し
な
い
と
い
う
条
件
を
設
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
競
業
を
間
接
的
に
禁
止
す（
2
）る、
と
い
う
手
段
が
と
ら
れ
る
こ
と

も
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
従
業
員
が
退
職
後
に
競
業
し
た
場
合
や
懲
戒
解
雇
さ
れ
た
場
合
（
ま
た
は
懲
戒
解
雇
事
由
に
該
当
す
る
行
為
に
及
ん
だ

場
合
）
に
退
職
金
を
不
支
給
と
す
る
条
項
を
、
ア
メ
リ
カ
で
は
バ
ッ
ド
ボ
ー
イ
条
項
（bad boy clause

）
と
呼
ん
で
い
る
。
こ
の
条
項
は
、

労
働
者
か
ら
の
退
職
金
支
払
請
求
に
対
す
る
抗（
3
）弁や

、
使
用
者
か
ら
の
不
当
利
得
返
還
請
求
権
（
民
法
七
〇
三
条
）
の
た
め
に
機
能
す
る
。

上
記
の
競
業
避
止
特
約
と
の
比
較
に
お
い
て
退
職
金
不
支
給
条
項
を
活
用
す
る
独
自
の
意
義
は
、
資
力
に
限
界
が
あ
る
場
合
が
多
い
労
働

者
に
対
し
て
も
一
定
の
強
制
力
を
も
っ
て
退
職
後
の
競
業
禁
止
を
促
進
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
点
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、

損
害
な
ど
の
立
証
も
要
し
な
い
し
、
条
項
が
効
力
を
有
す
る
た
め
の
要
件
解
釈
に
よ
っ
て
は
競
業
避
止
特
約
よ
り
も
使
用
者
の
主
張
が
認

め
ら
れ
や
す
い
場
合
も
あ
る
だ
ろ
う
。

　
退
職
金
の
不
支
給
に
関
し
、
日
本
で
は
、
企
業
自
身
が
退
職
金
制
度
（
自
社
年
金
）
に
つ
い
て
定
め
て
い
る
退
職
金
規
程
な
ど
に
退
職



退職後の労働者の競業を理由とする退職金・企業年金の不支給

3

金
不
支
給
条
項
を
置
い
て
い
る
場
合
が
あ（
4
）る。
同
条
項
も
労
働
契
約
の
内
容
に
な
り
う
る
（
労
契
法
七
条
本
文
、
一
〇
条
本
文
な
ど
）。
た
だ

し
、
労
働
者
が
同
条
項
に
違
反
し
た
か
ら
と
い
っ
て
直
ち
に
退
職
金
の
権
利
が
失
わ
れ
る
の
で
は
な
い
こ
と
は
、
競
業
避
止
特
約
と
同
様

で
あ
る
。
裁
判
例
の
多
く
は
、
退
職
金
が
賃
金
後
払
的
性
格
と
と
も
に
功
労
報
償
的
性
格
を
も
併
有
す
る
こ
と
に
照
ら
し
、
労
働
者
の
非

違
行
為
や
退
職
後
の
競
業
に
つ
き
、
そ
の
過
去
の
勤
続
の
功
労
を
抹
消
な
い
し
減
殺
し
て
し
ま
う
ほ
ど
の
著
し
く
信
義
に
反
す
る
行
為
が

あ
っ
た
場
合
に
限
り
、
退
職
金
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
不
支
給
に
で
き
る
、
と
条
項
を
限
定
解
釈
す（
5
）る。

他
方
、
競
業
避
止
義
務
違
反
を

不
支
給
事
由
と
し
て
い
る
場
合
に
前
記
の
合
理
性
基
準
を
採
用
し
て
い
る
裁
判
例
も
あ（
6
）る上
、
近
年
は
早
期
退
職
制
度
に
基
づ
く
割
増
退

職
金
と
競
業
禁
止
と
の
関
係
も
問
題
に
な
っ
て
い（
7
）るの

で
、
条
項
の
効
力
が
制
限
さ
れ
る
根
拠
や
判
断
基
準
は
統
一
的
と
は
い
え
ず
、
そ

の
具
体
的
な
適
用
も
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
。

　
こ
れ
に
対
し
、
同
じ
く
退
職
金
と
し
て
の
意
義
が
あ
り
、
法
制
度
化
さ
れ
て
い
る
企
業
年
金
に
つ
い
て
は
異
な
る
規
制
が
及
ぶ
。
ま
ず
、

確
定
給
付
企
業
年
金
（
規
約
型
に
つ
き
確
給
法
三
条
一
項
一
号
、
基
金
型
に
つ
き
同
項
二
号
）
で
は
、
加
入
者
ま
た
は
加
入
者
で
あ
っ
た
者
が
そ

の
責
め
に
帰
す
べ
き
重
大
な
理
由
に
よ
っ
て
実
施
事
業
所
に
使
用
さ
れ
な
く
な
っ
た
場
合
、
規
約
の
定
め
に
基
づ
き
、
給
付
（
退
職
一
時

金
ま
た
は
退
職
年
金
）
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
不
支
給
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
同
五
四
条
、
確
給
法
施
行
令
三
四
条
二
号
）。
そ
の
重
大
な
理

由
は
確
給
法
施
行
規
則
三
一
条
一
号
な
い
し
三
号
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
帰
責
事
由
に
よ
る
確
定
給
付
企
業
年
金
の
不
支

給
に
つ
い
て
判
断
し
た
裁
判
例
は
な
く
、
い
か
な
る
場
合
に
当
該
事
由
を
定
め
た
規
約
に
基
づ
い
て
給
付
を
不
支
給
と
す
る
こ
と
が
で
き

る
の
か
は
、
退
職
後
の
競
業
が
こ
れ
ら
の
事
由
に
含
ま
れ
る
の
か
と
い
う
問
題
も
含
め
、
明
確
に
な
っ
て
い
る
と
は
い
い
難
い
。
例
え
ば
、

競
業
行
為
は
同
条
二
号
の
「
秘
密
の
漏
え
い
そ
の
他
の
行
為
」
に
含
ま
れ
る
の（
8
）か、

加
入
者
だ
っ
た
者
が
退
職
後
に
そ
の
よ
う
な
「
職
務

上
の
義
務
」
を
負
う
の（
9
）か、「
著
し
〔
い
〕
違
反
」
と
は
ど
の
程
度
の
違
反
を
指
す
の
か
、
退
職
後
の
競
業
を
理
由
に
給
付
を
不
支
給
に

で
き
る
と
し
て
、
そ
れ
が
許
容
さ
れ
る
の
は
ど
の
範
囲
か
な
ど
が
問
題
と
な
ろ
う
。
ま
た
、「
実
施
事
業
所
に
使
用
さ
れ
な
く
な
っ
た
場

合
」
を
就
業
規
則
等
の
規
定
に
よ
る
懲
戒
解
雇
に
限
定
す
る
行
政
解
）
10
（
釈
を
前
提
と
す
れ
ば
、
辞
職
や
合
意
解
約
に
よ
っ
て
雇
用
が
終
了
し
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て
い
る
こ
と
が
多
い
で
あ
ろ
う
退
職
後
の
競
業
と
い
う
事
由
で
は
不
支
給
と
な
る
事
例
が
実
際
上
は
少
な
そ
う
で
あ
る
。
こ
れ
は
退
職
後

の
競
業
を
理
由
に
給
付
を
不
支
給
と
す
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
趣
旨
だ
ろ
う
か
。

　
次
に
、
企
業
型
確
定
拠
出
年
金
（
確
拠
法
三
条
一
項
）
で
は
、
加
入
者
が
資
格
を
喪
失
し
た
日
に
お
い
て
勤
続
期
間
が
三
年
以
上
で
あ

る
場
合
、
当
該
加
入
者
の
個
人
別
管
理
資
産
が
転
職
に
伴
っ
て
移
管
さ
れ
る
と
き
に
そ
の
全
て
を
移
管
す
る
と
定
め
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
、

年
金
規
約
は
厚
生
労
働
大
臣
の
承
認
を
得
ら
れ
な
い
（
同
四
条
一
項
七
号
）
た
め
、
確
拠
法
は
給
付
没
収
条
項
を
明
示
的
に
禁
止
し
て
い

る
と
い
え
る
。
も
っ
と
も
、
勤
続
年
数
三
年
未
満
で
資
格
を
喪
失
し
た
加
入
者
に
つ
い
て
は
個
人
別
管
理
資
産
の
う
ち
事
業
主
拠
出
部
分

を
「
返
還
」
す
る
旨
を
規
約
に
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
（
同
三
条
三
項
一
〇
号
、
確
拠
法
施
行
令
二
条
柱
書
本
文
）。
確
給
法
と
は
異
な
り
、
懲

戒
解
雇
以
外
の
事
由
に
よ
る
資
格
喪
失
（
雇
用
終
了
）
が
行
政
解
釈
に
よ
っ
て
排
除
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
は
あ
る
が
、
退
職
後
の
競
業

を
没
収
の
事
由
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
没
収
で
き
る
と
し
て
ど
の
よ
う
な
競
業
が
な
さ
れ
た
場
合
に
ど
の
範
囲
で
没
収
す
る
こ
と

が
で
き
る
の
か
は
、
や
は
り
今
の
と
こ
ろ
裁
判
例
が
な
く
、
明
文
も
な
い
。

　
二
つ
の
企
業
年
金
制
度
に
共
通
す
る
さ
ら
に
根
本
的
な
問
題
は
、
加
入
者
や
受
給
者
は
規
約
の
定
め
か
ら
直
ち
に
拘
束
さ
れ
、
給
付
制

限
や
返
還
の
効
果
が
発
生
す
る
か
で
あ
る
。
特
に
実
施
主
体
が
事
業
主
で
は
な
い
基
金
型
確
定
給
付
企
業
年
金
の
場
合
、
規
約
を
就
業
規

則
（
労
契
法
七
条
本
文
な
ど
）
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
な
）
11
（
い
と
考
え
ら
れ
、
規
約
の
定
め
か
ら
当
然
に
は
私
法
上
の
効
力
が
発
生
し
な
い）
12
（

。

　
こ
の
よ
う
に
、
日
本
で
は
労
働
者
の
退
職
後
の
競
業
に
対
す
る
制
限
と
退
職
金
・
企
業
年
金
（
特
に
後
者
）
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
未

解
決
の
解
釈
問
題
が
残
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
問
題
は
、
退
職
金
債
権
や
各
法
制
度
に
基
づ
く
受
給
権
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
か
、

と
い
う
議
論
に
深
く
関
わ
る
。
特
に
受
給
権
や
企
業
年
金
法
に
お
け
る
規
約
の
私
法
上
の
効
力
に
関
す
る
問
題
は
、
実
務
で
は
か
つ
て
日

本
航
空
の
会
社
更
生
手
続
過
程
に
お
け
る
確
定
給
付
企
業
年
金
の
取
扱
い
が
議
論
に
な
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
確
定
給
付
企
業
年
金
や
厚
生

年
金
基
金
の
加
入
者
・
受
給
者
に
対
す
る
支
給
水
準
引
下
げ
や
制
度
終
了
の
問
題
を
通
じ
て
検
討
し
た
研
究
は
既
に
蓄
積
が
あ
）
13
（

る
が
、
確

定
給
付
・
企
業
型
確
定
拠
出
の
両
年
金
制
度
に
つ
い
て
退
職
後
の
競
業
等
を
理
由
と
す
る
不
支
給
と
い
う
観
点
か
ら
検
討
し
た
も
の
は
見



退職後の労働者の競業を理由とする退職金・企業年金の不支給

5

当
た
ら
な
い
。

　
こ
の
よ
う
な
日
本
の
状
況
に
対
し
、
日
本
の
企
業
年
金
法
の
モ
デ
ル
と
も
い
え
）
14
（

る
、
一
九
七
四
年
の
ア
メ
リ
カ
・
従
業
員
退
職
所
得
保

障
法
（ERISA: Em

ployee Retirem
ent Incom

e Security Act of 19

）
15
（74

）（
以
下
「
エ
リ
サ
法
」
と
い
う
。）
で
は
、
同
法
が
適
用
さ
れ
る
制
度

の
下
で
発
生
す
る
給
付
に
関
す
る
加
入
者
の
受
給
権
を
強
力
に
保
護
し
て
い
る
。
そ
の
一
環
と
し
て
バ
ッ
ド
ボ
ー
イ
条
項
は
無
効
で
あ
る

と
解
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
法
制
度
の
中
で
も
、
バ
ッ
ド
ボ
ー
イ
条
項
禁
止
の
解
釈
（
本
稿
二
章
）
や
ト
ッ
プ
ハ
ッ
ト
プ

ラ
ン
に
よ
る
適
用
除
外
（
三
章
）
に
よ
っ
て
受
給
権
保
護
を
後
退
さ
せ
、
労
働
者
の
退
職
後
の
競
業
を
理
由
に
退
職
給
付
が
没
収
さ
れ
う

る
場
合
も
あ
る
。
加
え
て
、
ア
メ
リ
カ
は
、
競
業
避
止
特
約
規
制
と
い
う
点
で
も
日
本
と
類
似
性
が
あ
り
、
比
較
に
馴
染
む
と
い
え
よ
う
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
エ
リ
サ
法
を
素
材
）
16
（
に
、
退
職
後
の
競
業
を
理
由
と
す
る
退
職
給
付
の
没
収
に
対
す
る
規
制
を
分
析
す
る
こ
と
を
通
じ
、

以
上
の
諸
課
題
を
抱
え
る
日
本
法
へ
の
示
唆
を
模
索
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

二
　
エ
リ
サ
法
に
お
け
る
受
給
権
付
与
と
バ
ッ
ド
ボ
ー
イ
条
項
禁
止

㈠
　
エ
リ
サ
法
の
概
要

　
エ
リ
サ
法
は
、
従
業
員
給
付
（em

ployee benefit

）
分
野
に
属
す
る
法
令
で
あ
る
が
、
税
や
信
託
に
関
連
す
る
規
制
を
含
む
と
と
も
に
、

専
占
に
よ
る
州
法
と
の
垂
直
関
係
も
あ
り
、
非
常
に
複
雑
な
制
定
法
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
端
的
に
説
明
で
き
る
よ
う
な
法
律
で
は
な
い

が
、
本
稿
の
検
討
対
象
で
あ
る
バ
ッ
ド
ボ
ー
イ
条
項
の
禁
止
と
関
連
す
る
限
度
で
の
概
要
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
エ
リ
サ
法
は
、
従
業
員
給
付
制
度
の
加
入
者
（
労
働
者
）
の
給
付
に
関
す
る
権
利
と
制
度
の
資
産
を
保
護
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い

る
）
17
（

。
こ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
同
法
の
下
で
は
、
使
用
者
は
従
業
員
給
付
を
与
え
る
こ
と
自
体
は
強
制
さ
れ
な
い
が
、
与
え
る
こ
と
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を
任
意
に
決
定
し
た
場
合
、
そ
の
制
度
に
様
々
な
規
制
が
課
さ
れ
）
18
（
る
。
例
え
ば
、
同
法
が
保
護
対
象
と
し
て
い
る
年
金
制
度
（pension 

plan
）
お
よ
び
福
利
厚
生
制
度
（w

elfare plan

）
に
基
づ
く
給
付
に
つ
い
て
の
当
局
に
対
す
る
報
告
義
務
・
加
入
者
な
ど
に
対
す
る
情
報

開
示
義
務
（
一
章
Ｂ
節
一
款
）、
受
託
者
責
任
と
し
て
の
信
認
義
務
（
同
四
款
）
な
ど
で
あ
る
。
さ
ら
に
年
金
制
度
に
基
づ
く
給
付
に
つ
い

て
は
、
退
職
給
付
を
退
職
時
に
確
実
に
受
給
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
）
19
（
て
、
労
働
者
の
加
入
（
同
二
款
）
や
積
立
て
（
同
三

款
）
の
最
低
基
準
、
制
度
終
了
時
の
保
険
（
三
章
）
の
こ
と
も
定
め
て
い
る
。
退
職
給
付
の
没
収
の
問
題
と
密
接
に
関
わ
る
受
給
権
付
与

（vesting

）（
一
章
Ｂ
節
二
款
）
も
年
金
制
度
に
か
か
る
規
制
の
一
つ
で
あ
る
。

　
使
用
者
が
こ
れ
ら
の
規
制
を
守
ら
な
か
っ
た
場
合
、
労
働
者
に
は
同
法
に
基
づ
く
民
事
上
の
救
済
（rem

edies

）
が
与
え
ら
れ
る
（
同

五
款
：
執
行
・
強
制
）。
ま
た
、
使
用
者
お
よ
び
労
働
者
は
、
年
金
給
付
に
関
す
る
同
法
の
規
制
を
充
足
す
る
こ
と
に
よ
り
、
内
国
歳
入
法

典
（Internal Revenue Code

）
の
下
で
適
格
制
度
（qualified plan

）
と
し
て
税
制
優
遇
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
税
制
優
遇
に
よ

り
、
使
用
者
が
従
業
員
給
付
を
任
意
に
実
施
す
る
こ
と
を
促
し
て
い
る
の
で
あ
）
20
（

る
。

　
そ
し
て
、
退
職
後
の
競
業
の
禁
止
と
い
う
観
点
か
ら
見
る
と
、
ア
メ
リ
カ
で
は
競
業
避
止
特
約
に
つ
き
、
合
理
性
を
要
求
す
る
、
全
面

的
に
禁
止
す
る
な
ど
、
州
ご
と
に
法
規
制
が
異
な
）
21
（

る
。
し
か
し
退
職
給
付
の
没
収
の
問
題
と
な
れ
ば
、
エ
リ
サ
法
は
、
従
業
員
給
付
制
度

に
関
連
す
る
（relate

）
も
の
で
あ
る
限
り
、
州
法
に
優
先
す
る
と
定
め
る
専
占
条
項
を
執
行
・
強
制
の
款
に
置
い
て
い
る
た
め
、
連
邦

レ
ベ
ル
で
規
律
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
専
占
条
項
は
、
複
数
の
州
に
お
い
て
事
業
を
行
っ
て
い
る
使
用
者
に
と
っ
て
給
付
制
度
の
管

理
・
運
営
を
容
易
な
ら
し
め
る
た
め
、「
適
用
対
象
と
な
る
全
て
の
制
度
が
統
一
さ
れ
た
法
律
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
」
こ

と
を
目
的
と
し
て
い
）
22
（
る
（
エ
リ
サ
法
二
）
23
（
条
参
照
）。



退職後の労働者の競業を理由とする退職金・企業年金の不支給

7

㈡
　
受
給
権
付
与
と
バ
ッ
ド
ボ
ー
イ
条
項

1
　
受
給
権
付
与
の
意
義
、
目
的
、
内
容

　
受
給
権
付
与
と
は
、
加
入
者
が
一
定
の
勤
続
要
件
（
勤
続
期
間
で
あ
り
、
加
入
期
間
で
は
な
い
。）
を
充
足
す
れ
ば
、
退
職
給
付
の
受
給
権

が
付
与
さ
れ
て
確
定
し
、
没
収
不
可
能
（nonforfeitable

）
な
も
の
に
な
り
、
引
退
前
に
退
職
し
て
も
退
職
（
引
退
）
給
付
の
権
利
を
得

る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
が
加
入
者
の
権
利
保
護
を
目
的
と
し
て
い
る
エ
リ
サ
法
の
中
核
的
な
規
制
で
あ
）
24
（

る
。
年
金
に
関
す
る
給

付
・
権
利
が
没
収
不
可
能
で
あ
る
こ
と
と
は
、「
年
金
制
度
に
基
づ
き
、
加
入
者
ま
た
は
受
給
者
が
即
時
ま
た
は
後
払
い
の
給
付
の
当
該

部
分
に
対
し
て
得
た
請
求
権
〔
が
、〕
加
入
者
の
役
務
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
り
、
無
条
件
で
あ
り
、
当
該
制
度
に
対
し
法
的
に
強
制
力

を
有
す
る
」
こ
と
（
エ
リ
サ
法
三
条
）
25
（

⒆
）
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。
受
給
権
が
没
収
不
可
能
で
あ
る
こ
と
は
、
主
に
次
の
三
つ
の
こ
と
を
意

味
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
①
バ
ッ
ド
ボ
ー
イ
条
項
に
基
づ
い
て
没
収
で
き
な
い
こ
と
、
②
使
用
者
は
将
来
に
向
か
っ
て
は
給
付
制
度
の

変
更
を
自
由
に
行
え
る
が
、
変
更
に
伴
っ
て
確
定
済
み
の
既
発
生
の
権
利
を
剝
奪
で
き
な
）
26
（

い
こ
と
、
③
給
付
の
譲
渡
が
禁
止
さ
れ
）
27
（

る
こ
と

で
あ
る
。
以
下
で
は
①
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

　
エ
リ
サ
法
が
制
定
さ
れ
る
以
前
は
、
従
業
員
給
付
制
度
が
著
し
く
発
展
す
る
一
方
で
、
当
該
制
度
に
受
給
権
付
与
条
項
が
な
か
っ
た
た

め
に
、
長
期
に
わ
た
っ
て
雇
用
さ
れ
て
い
た
労
働
者
の
多
く
が
期
待
し
て
い
た
退
職
給
付
を
失
っ
て
い
た
（
エ
リ
サ
法
二
条
）
28
（
⒜
）。
そ
の
た

め
、
同
法
の
立
法
過
程
に
お
い
て
は
労
働
者
の
引
退
後
に
必
要
な
収
入
を
ど
の
よ
う
に
保
障
す
る
の
か
が
政
策
課
題
と
な
っ
て
い
）
29
（

た
。
こ

の
要
請
を
受
け
て
制
定
さ
れ
た
エ
リ
サ
法
の
主
要
な
目
的
の
一
つ
は
、
自
身
の
キ
ャ
リ
ア
の
相
当
部
分
を
そ
の
使
用
者
に
捧
げ
て
き
た
労

働
者
を
、
年
金
給
付
を
失
う
こ
と
か
ら
保
護
す
る
こ
と
に
あ
）
30
（
る
。

　
こ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
エ
リ
サ
法
（
お
よ
び
同
法
と
同
じ
定
め
を
一
部
に
置
い
て
い
る
内
国
歳
入
法
典
）
は
、
こ
の
受
給
権
付
与
に
関

し
、
従
業
員
給
付
制
度
が
充
足
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
最
低
基
準
を
定
め
て
い
る
。
ま
ず
、
発
生
し
た
給
付
の
う
ち
加
入
者
の
拠
出
に
よ
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る
部
分
に
対
す
る
加
入
者
の
権
利
は
、
制
度
に
拘
わ
ら
ず
、
直
ち
に
全
て
が
確
定
）
31
（
し
、
没
収
不
可
能
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
エ

リ
サ
法
二
〇
三
条
⒜
）
32
（

⑴
）。
次
に
、
発
生
し
た
給
付
の
う
ち
使
用
者
の
拠
出
に
よ
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
給
付
建
て
制
度
（defined benefit 

plan
）（
日
本
の
確
定
給
付
企
業
年
金
制
度
に
相
当
す
る
。）
の
場
合
、
受
給
権
付
与
は
、
①
勤
続
期
間
が
五
年
を
超
え
た
場
合
に
受
給
権
の
一

〇
〇
％
が
確
定
す
る
（
そ
れ
ま
で
は
受
給
権
が
確
定
し
な
い
。）、
と
い
う
（
五
年
目
終
了
時
点
を
「
崖
（cliff

）」
に
例
え
て
）
ク
リ
フ
ヴ
ェ
ス

テ
ィ
ン
グ
（cliff vesting

）
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
（
同
条
⒜
⑵
A
）
33
（

ⅱ
）
か
、
②
三
年
間
の
勤
続
終
了
時
点
か
ら
、
毎
年
二
〇
％
ず
つ
受
給
権
が

確
定
し
、
勤
続
七
年
目
終
了
時
点
で
受
給
権
の
一
〇
〇
％
が
確
定
す
る
、
と
い
う
段
階
的
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
（
同
条
⒜
⑵
A
）
34
（
ⅲ
）
に
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
、
と
定
め
ら
れ
て
い
る
（
同
条
⒜
⑵
A
）
35
（

⒤
）。
他
方
、
個
人
別
勘
定
制
度
（individual account plan

）
ま
た
は
拠
出
建
て
制

度
（defined contribution plan
）（
い
ず
れ
も
日
本
の
企
業
型
確
定
拠
出
年
金
制
度
に
相
当
す
る
。）
の
場
合
、
も
と
も
と
給
付
建
て
制
度
と
同
様

に
定
め
ら
れ
て
い
た
が
、
エ
リ
サ
法
制
定
以
来
の
企
業
年
金
法
の
大
幅
改
正
を
内
容
と
す
る
二
〇
〇
六
年
の
年
金
保
護
法
（PPA: 

Pension Protection Act of 20

）
36
（06

）
の
制
定
に
よ
り
、
現
在
は
、
受
給
権
付
与
は
、
①
勤
続
三
年
の
ク
リ
フ
ヴ
ェ
ス
テ
ィ
ン
グ
（
エ
リ
サ
法

二
〇
三
条
⒜
⑵
B
）
37
（
ⅱ
）
か
、
②
勤
続
二
年
か
ら
六
年
ま
で
の
段
階
的
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
（
同
条
⒜
⑵
B
）
38
（
ⅲ
）
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
定

め
ら
れ
て
い
る
（
同
条
⒜
⑵
B
）
39
（

⒤
）（
以
下
、
受
給
権
に
つ
い
て
は
使
用
者
拠
出
部
分
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
と
す
る
。）。
年
金
保
護
法
の
う
ち
、

拠
出
建
て
制
度
下
で
の
受
給
権
を
給
付
建
て
制
度
よ
り
も
早
期
に
付
与
す
る
こ
と
と
し
た
部
分
は
、
一
定
の
退
職
制
度
の
分
配
に
つ
い
て

非
配
偶
者
受
給
者
に
よ
る
移
管
（
ロ
ー
ル
オ
ー
バ
ー
：rollover
）
を
認
め
る
こ
と
と
し
た
部
分
な
ど
と
と
も
に
、
あ
る
年
金
制
度
か
ら
別
の

制
度
へ
の
引
退
向
け
貯
蓄
の
ポ
ー
タ
ビ
リ
テ
ィ
を
強
化
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
だ
っ
）
40
（
た
。
以
上
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
充
足
し
な
い

場
合
で
も
、
エ
リ
サ
法
は
、
標
準
引
退
年
齢
に
達
し
た
時
に
標
準
引
退
給
付
に
関
す
る
権
利
が
没
収
不
可
能
に
な
る
旨
を
定
め
る
こ
と
も

求
め
て
い
る
（
同
条
）
41
（

⒜
）。

　
ま
た
、
受
給
権
を
付
与
さ
せ
る
規
制
だ
け
で
は
、
制
度
へ
の
加
入
の
要
件
を
勤
続
年
数
が
相
当
長
い
者
に
限
定
し
た
り
、
勤
続
年
数
が

相
当
長
く
な
っ
て
か
ら
給
付
が
集
中
的
に
発
生
す
る
よ
う
設
計
し
た
り
（
バ
ッ
ク
ロ
ー
ド
：backload

）
さ
れ
て
し
ま
う
と
、
勤
続
年
数
が
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短
い
者
の
退
職
給
付
が
確
保
さ
れ
な
く
な
り
、
受
給
権
保
護
の
目
的
が
達
成
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
、
エ
リ
サ
法
は
、
同
じ

款
の
中
で
受
給
権
付
与
だ
け
で
な
く
加
入
要
件
（
二
〇
二
）
42
（

条
）
や
給
付
の
発
生
（
二
〇
四
）
43
（

条
）
に
つ
い
て
も
規
制
し
て
い
）
44
（

る
。
以
上
が
受

給
権
付
与
に
関
す
る
エ
リ
サ
法
の
基
本
的
な
規
制
内
容
で
あ
る
。

　
そ
し
て
バ
ッ
ド
ボ
ー
イ
条
項
に
つ
い
て
述
べ
る
と
、
か
つ
て
は
、
使
用
者
に
と
っ
て
好
ま
し
く
な
い
労
働
者
の
行
動
を
理
由
と
し
て
年

金
給
付
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
没
収
す
る
条
項
を
年
金
制
度
に
定
め
る
こ
と
が
一
般
的
に
行
わ
れ
て
い
）
45
（

た
。
年
金
制
度
に
定
め
ら
れ
た

バ
ッ
ド
ボ
ー
イ
条
項
は
、
給
付
を
打
ち
切
る
だ
け
で
競
業
の
禁
止
を
実
現
す
る
（
給
付
を
巡
る
訴
訟
提
起
の
負
担
を
労
働
者
側
に
転
嫁
す
る
）

こ
と
が
で
き
る
た
）
46
（

め
、
ま
た
損
害
賠
償
や
差
止
め
と
い
う
効
果
を
導
く
競
業
避
止
特
約
よ
り
も
緩
や
か
に
そ
の
効
力
が
認
め
ら
れ
る
こ
と

が
あ
っ
た
た
）
47
（
め
、
同
条
項
が
活
用
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
裁
判
所
は
、
エ
リ
サ
法
の
主
要
な
目
的
の
一
つ
は
、
バ
ッ
ド
ボ
ー
イ
条
項
を

巡
る
そ
の
よ
う
な
実
務
を
禁
止
す
る
こ
と
に
あ
る
、
と
述
べ
）
48
（

た
。
エ
リ
サ
法
の
立
法
過
程
で
も
、
労
働
者
が
退
職
後
に
競
業
者
に
転
職
し
、

ま
た
は
そ
の
他
の
方
法
で
使
用
者
に
対
し
て
「
不
誠
実
」
と
み
な
さ
れ
た
こ
と
を
理
由
に
は
、
付
与
さ
れ
た
給
付
は
没
収
さ
れ
な
い
、
と

い
う
解
釈
が
示
さ
れ
て
い
）
49
（

る
。
議
会
は
、
よ
り
早
期
の
受
給
権
付
与
は
、
労
働
者
の
流
動
性
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
で
よ
り
健
全
な
経
済
を

促
進
す
る
と
考
え
て
い
た
の
で
、
バ
ッ
ド
ボ
ー
イ
条
項
の
禁
止
は
そ
の
政
策
目
標
に
合
致
す
る
も
の
だ
と
い
え
）
50
（
る
。
し
た
が
っ
て
、
労
働

者
が
勤
続
要
件
の
最
低
基
準
を
充
足
し
て
得
た
権
利
を
奪
う
バ
ッ
ド
ボ
ー
イ
条
項
は
無
効
に
な
）
51
（

る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
受
給
権
付
与
に
関
し
て
エ
リ
サ
法
で
は
、
立
法
の
経
緯
・
目
的
か
ら
、
定
義
・
法
制
度
設
計
、
バ
ッ
ド
ボ
ー
イ
条
項
の

禁
止
と
い
う
法
解
釈
に
至
る
ま
で
、
退
職
給
付
（
の
使
用
者
拠
出
部
分
）
に
は
賃
金
後
払
的
な
性
格
が
あ
る
こ
と
が
強
く
意
識
さ
れ
て
い

る
）
52
（

。2
　
許
さ
れ
う
る
バ
ッ
ド
ボ
ー
イ
条
項

　
前
記
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
で
受
給
権
を
付
与
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
の
は
エ
リ
サ
法
が
求
め
る
最
低
基
準
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
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よ
り
も
労
働
者
に
と
っ
て
よ
り
有
利
な
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
で
、
す
な
わ
ち
よ
り
早
く
に
受
給
権
を
付
与
す
る
制
度
に
す
る
こ
と
は
当
然
可
能

で
あ
る
（
二
〇
三
条
）
53
（

⒟
）。
し
か
し
、
最
低
基
準
よ
り
も
早
く
付
与
さ
れ
た
受
給
権
は
エ
リ
サ
法
の
保
護
を
受
け
る
も
の
で
は
な
）
54
（

い
。
財
務

省
規
則
（Treasury Regulations

）
一
・
四
一
一
条
⒜
‐
⑷
）
55
（
⒜
も
そ
の
よ
う
な
理
解
を
示
唆
し
て
い
）
56
（
る
。
例
え
ば
、
給
付
建
て
制
度
に
お
い

て
、
三
年
間
の
勤
続
で
受
給
権
が
一
〇
〇
％
発
生
す
る
が
、
使
用
者
で
五
年
間
勤
続
す
る
前
に
退
職
し
て
競
合
他
社
に
転
職
し
た
場
合
に

は
使
用
者
拠
出
に
よ
る
積
立
て
を
没
収
す
る
、
と
い
う
条
項
は
、
無
効
で
は
な
）
57
（

い
。
む
し
ろ
、「
使
用
者
は
、
受
給
権
付
与
の
最
低
基
準

を
遵
守
す
る
限
り
、
給
付
に
対
す
る
労
働
者
の
権
利
の
範
囲
を
決
定
す
る
選
択
権
を
与
え
ら
れ
て
い
る
」
と
理
解
さ
れ
て
い
）
58
（
る
。
な
ぜ
な

ら
、
労
働
者
の
権
利
を
保
護
す
べ
き
と
い
う
要
請
が
あ
る
一
方
で
、
最
低
基
準
よ
り
も
好
条
件
な
、
即
時
か
つ
完
全
な
受
給
権
付
与
は
、

相
当
な
追
加
費
用
を
要
す
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
使
用
者
が
負
担
す
る
費
用
の
不
合
理
な
増
加
は
避
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
し
、
受
給
権

付
与
が
行
わ
れ
て
い
る
限
り
、
硬
直
的
な
制
度
の
導
入
が
求
め
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
た
め
、
使
用
者
に
制
度
設
計
に
当
た
っ
て
の
柔
軟

性
を
認
め
る
べ
き
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
）
59
（
る
。

　
ア
メ
リ
カ
で
は
各
州
法
が
何
ら
か
の
形
で
競
業
避
止
特
約
を
規
制
し
て
い
る
こ
と
は
前
記
の
通
り
で
あ
る
が
、
退
職
給
付
の
没
収
事
由

が
加
入
者
の
退
職
後
の
競
業
だ
っ
た
と
し
て
も
、
バ
ッ
ド
ボ
ー
イ
条
項
の
有
効
性
を
判
断
す
る
に
当
た
り
、
特
約
規
制
に
関
す
る
州
法
は

適
用
さ
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
求
め
て
い
る
給
付
の
根
拠
と
な
る
制
度
が
エ
リ
サ
法
の
適
用
を
受
け
る
も
の
で
あ
る
場
合
、
当
該
給
付
が

エ
リ
サ
法
の
定
め
る
最
低
基
準
と
合
致
す
る
も
の
で
は
な
い
と
し
て
も
、
同
法
の
専
占
条
項
（
五
一
四
条
）
60
（

⒜
）
が
適
用
さ
れ
、
州
法
上
の

ル
ー
ル
は
排
除
さ
れ
る
か
ら
で
あ
）
61
（

る
。
そ
の
結
果
、
最
低
基
準
よ
り
も
早
く
に
付
与
さ
れ
た
受
給
権
は
、
競
業
制
限
の
合
理
性
な
ど
の
充

足
を
要
す
る
こ
と
な
く
、
ま
た
、
競
業
制
限
を
全
面
的
に
禁
止
す
る
と
い
う
厳
格
な
ル
ー
ル
と
パ
ブ
リ
ッ
ク
ポ
リ
シ
ー
が
形
成
さ
れ
て
い

る
州
に
お
い
て
も
、
バ
ッ
ド
ボ
ー
イ
条
項
に
基
づ
い
て
没
収
で
き
る
。
す
な
わ
ち
使
用
者
は
、
未
払
い
給
付
に
つ
い
て
は
拒
否
し
、
既
払

い
給
付
に
つ
い
て
は
不
当
利
得
（unjust enrichm

ent

）
と
し
て
返
還
を
請
求
で
き
る
。

　
さ
ら
に
裁
判
所
は
、
連
邦
の
コ
モ
ン
ロ
ー
と
し
て
も
競
業
を
禁
止
す
る
バ
ッ
ド
ボ
ー
イ
条
項
に
合
理
性
ル
ー
ル
な
ど
は
適
用
さ
れ
な
い
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と
考
え
て
い
る
。
こ
の
点
は
、
年
金
制
度
に
お
け
る
競
業
禁
止
没
収
条
項
は
、
取
引
を
不
合
理
に
制
限
し
、
ま
た
は
労
働
者
の
生
計
を
危

険
に
曝
す
可
能
性
が
あ
る
競
業
禁
止
特
約
と
は
異
な
る
た
め
、
過
度
に
広
範
な
特
約
を
無
効
と
す
る
コ
モ
ン
ロ
ー
上
の
規
制
は
、
競
業
禁

止
没
収
条
項
に
は
適
用
さ
れ
な
い
、
と
説
明
さ
れ
て
い
）
62
（
る
。
こ
の
理
解
は
、
退
職
金
没
収
条
項
は
退
職
後
の
競
業
を
間
接
的
に
禁
止
す
る

に
過
ぎ
な
い
、
と
い
う
「
序
論
」
で
述
べ
た
日
本
法
の
理
解
と
概
ね
同
趣
旨
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
ア
メ
リ
カ
で
も
競
業
避
止
特
約
と
競
業

禁
止
に
よ
る
没
収
条
項
と
は
区
別
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
競
業
避
止
特
約
規
制
に
特
有
の
要
件
を
充
足
す
る
必
要
は
な
い
と
し
て
も
、
条
項
の
解
釈
が
問
題
と
な
る
こ
と
は
あ
る
。

N
oell v. Am

erican D
esign, Inc. Profit Sharing Plan

事
件
で
は
、
使
用
者
の
給
付
制
度
に
定
め
ら
れ
た
受
給
権
付
与
条
項
（
条
項

①
）
と
バ
ッ
ド
ボ
ー
イ
条
項
（
条
項
②
）
の
意
義
が
問
題
と
な
っ
た
。
ま
ず
条
項
①
で
は
、
加
入
者
は
当
時
の
エ
リ
サ
法
の
最
低
基
準

（
一
〇
年
）
よ
り
も
早
期
の
所
定
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
従
っ
て
発
生
し
た
給
付
に
対
す
る
「
没
収
不
可
能
（non-forfeitable

）」
な
権
利
を
得

る
と
定
め
て
い
）
63
（
た
。
裁
判
所
は
、
契
約
の
解
釈
の
一
般
論
に
沿
っ
て
、
条
項
①
に
基
づ
く
没
収
不
可
能
な
権
利
に
対
し
、
条
項
②
が
制
限

や
条
件
を
定
め
た
も
の
だ
と
解
釈
す
る
こ
と
が
合
理
的
だ
と
判
示
し
）
64
（
た
。
す
な
わ
ち
条
項
①
の
「
没
収
不
可
能
」
は
、
エ
リ
サ
法
の
最
低

基
準
に
よ
る
没
収
不
可
能
と
同
義
で
は
な
く
、
競
業
を
し
な
い
こ
と
を
条
件
に
権
利
を
よ
り
早
期
に
付
与
す
る
こ
と
を
定
め
た
に
過
ぎ
な

い
も
の
だ
と
解
釈
さ
れ
た
。
次
に
条
項
②
で
は
、
加
入
者
が
一
〇
年
勤
続
す
る
前
に
退
職
し
、
か
つ
、
使
用
者
の
利
益
を
害
す
る
行
動
を

し
た
場
合
に
発
生
し
た
給
付
が
没
収
さ
れ
る
こ
と
、
そ
の
行
動
と
は
、
❶
退
職
後
三
年
以
内
に
使
用
者
と
競
業
し
た
と
き
、
❷
使
用
者
に

対
す
る
窃
盗
、
詐
欺
ま
た
は
横
領
を
犯
し
た
と
き
、
お
よ
び

0

0

0

（and 0

0

0

）、
❸
使
用
者
の
営
業
秘
密
を
第
三
者
に
開
示
し
た
と
き
で
あ
る
こ
と

を
定
め
て
い
）
65
（

た
。
給
付
を
没
収
す
る
た
め
に
は
前
記
三
つ
全
て
の
違
反
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
解
釈
す
る
こ
と
は
誤
り
で
あ
る
と
使
用

者
が
主
張
し
た
と
こ
ろ
、
裁
判
所
は
、
こ
こ
で
も
契
約
の
解
釈
の
問
題
で
あ
る
と
捉
え
、「
お
よ
び
（and

）」
は
文
言
通
り
に
で
は
な
く
、

「
ま
た
は
（or

）」
と
解
釈
す
べ
き
だ
と
判
示
し
）
66
（

た
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
法
が
要
求
す
る
水
準
を
超
え
て
労
働
者
に
給
付
を
与
え
て
い
る

使
用
者
が
、
給
付
の
打
切
り
に
関
し
、
上
記
全
て
を
充
足
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
重
い
負
担
を
自
ら
に
課
し
て
い
る
と
解
す
る
こ
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と
は
合
理
的
で
な
い
、
と
述
べ
）
67
（
た
。
こ
の
判
決
で
は
、
受
給
権
付
与
条
項
や
バ
ッ
ド
ボ
ー
イ
条
項
の
解
釈
に
つ
い
て
も
契
約
解
釈
に
関
す

る
ル
ー
ル
が
及
ぶ
こ
と
を
前
提
に
、
裁
判
所
は
各
条
項
の
解
釈
に
当
た
っ
て
最
低
基
準
よ
り
も
好
条
件
な
制
度
を
敢
え
て
設
置
し
て
い
る

使
用
者
の
制
度
設
計
上
の
合
理
的
意
思
を
重
視
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

3
　
最
低
基
準
の
効
力

　
エ
リ
サ
法
の
最
低
基
準
に
違
反
す
る
バ
ッ
ド
ボ
ー
イ
条
項
を
定
め
た
給
付
制
度
に
基
づ
く
受
給
権
は
ど
の
よ
う
に
発
生
す
る
の
か
、
同

法
に
お
け
る
最
低
基
準
の
効
力
の
性
質
に
関
連
し
て
問
題
と
な
る
。
こ
の
点
、
裁
判
所
は
、
可
能
な
限
り
当
該
制
度
が
適
法
に
な
る
よ
う

解
釈
す
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
エ
リ
サ
法
が
当
該
制
度
の
適
法
な
部
分
と
な
っ
た
と
み
な
す
、
と
述
べ
）
68
（
た
。
こ
の
判
示
は
、
同
法
に
は
、
最

低
基
準
に
満
た
な
い
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
の
定
め
や
バ
ッ
ド
ボ
ー
イ
条
項
を
無
効
に
す
る
強
行
的
効
力
に
加
え
、
直
律
的
効
力
が
あ
る
と
い
う

趣
旨
に
読
め
る
。
た
だ
、
同
法
は
二
つ
（
か
つ
て
は
三
）
69
（
つ
）
の
最
低
基
準
を
選
択
肢
と
し
て
定
め
て
い
る
が
、
最
低
基
準
に
よ
っ
て
給
付

制
度
の
定
め
が
ど
の
よ
う
に
是
正
さ
れ
る
の
か
。

　N
edrow

 v. M
acFarlane &

 H
ay Co. Em

ployees' Profit Sharing Plan &
 Trust

事
件
で
は
、
当
時
の
エ
リ
サ
法
が
、
①
勤
続
一

〇
年
の
ク
リ
フ
ヴ
ェ
ス
テ
ィ
ン
グ
や
、
②
勤
続
一
五
年
ま
で
の
段
階
的
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
（
勤
続
五
年
で
二
五
％
、
六
年
で
三
〇
％
、
七
年
で
三

五
％
、
八
年
で
四
〇
％
、
九
年
で
四
五
％
、
一
〇
年
で
五
〇
％
、
一
一
年
で
六
〇
％
、
一
二
年
で
七
〇
％
、
一
三
年
で
八
〇
％
、
一
四
年
で
九
〇
％
、
一
五

年
で
一
〇
〇
％
の
権
利
が
没
収
不
可
能
に
な
る
。）
を
求
め
て
い
）
70
（

た
。
そ
の
中
で
、
使
用
者
の
給
付
制
度
は
、
勤
続
四
年
で
四
〇
％
、
五
年
で

四
五
％
、
六
年
で
五
〇
％
、
七
年
で
六
〇
％
、
八
年
で
七
〇
％
、
九
年
で
八
〇
％
、
一
〇
年
で
九
〇
％
、
一
一
年
で
一
〇
〇
％
の
権
利
が

「
付
与
（vested

）」
さ
れ
る
段
階
的
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
定
め
て
い
）
71
（
た
。
し
か
し
、
勤
続
一
〇
年
未
満
で
退
職
し
た
者
に
つ
い
て
「
付
与
」

さ
れ
た
権
利
を
没
収
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
競
業
禁
止
条
項
も
定
め
て
お
り
、
こ
れ
を
前
提
と
す
る
と
、
権
利
が
「
没
収
不
可
能

（nonforfeitable

）」
と
な
っ
て
い
た
の
は
勤
続
一
〇
年
の
九
〇
％
と
一
一
年
の
一
〇
〇
％
だ
け
で
あ
り
、
①
と
②
の
い
ず
れ
の
最
低
基
準
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も
満
た
さ
な
か
っ
）
72
（
た
。
当
該
制
度
が
ク
リ
フ
ヴ
ェ
ス
テ
ィ
ン
グ
を
充
足
す
る
に
は
一
〇
年
間
勤
続
し
た
者
の
権
利
を
九
〇
％
か
ら
一
〇
〇

％
に
す
る
と
い
う
実
質
的
な
変
更
（substantive change

）
が
必
要
で
あ
る
が
、
段
階
的
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
で
あ
れ
ば
容
易
に
修
正
で
き
る

こ
と
を
理
由
に
、
裁
判
所
は
、
受
給
権
付
与

0

0

条
項
の
内
容
を
維
持
し
つ
つ
、
没
収
不
可
能

0

0

0

0

0

と
な
る
部
分
は
エ
リ
サ
法
の
段
階
的
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル
に
合
わ
せ
）
73
（
た
。
す
な
わ
ち
、
勤
続
六
年
で
退
職
し
て
競
合
他
社
に
転
職
し
た
労
働
者
は
、
権
利
の
五
〇
％
が
付
与

0

0

さ
れ
て
い
た

が
、
没
収
不
可
能

0

0

0

0

0

に
な
っ
て
い
た
の
は
三
〇
％
な
の
で
、
三
〇
％
の
限
度
で
権
利
の
回
復
を
認
め
）
74
（

た
。

　
没
収
条
項
と
の
関
係
で
は
、
受
給
権
の
確
定
的
付
与
と
没
収
可
能
性
と
は
表
裏
の
問
題
で
あ
る
。
そ
の
中
で
、
前
記
の
判
例
で
は
バ
ッ

ド
ボ
ー
イ
条
項
が
最
低
基
準
を
満
た
す
受
給
権
の
確
定
を
妨
げ
て
い
る
た
め
か
、
裁
判
所
は
、
受
給
権
付
与
条
項
に
直
律
的
効
力
を
及
ぼ

す
と
い
う
よ
り
も
、
強
行
的
効
力
に
よ
っ
て
バ
ッ
ド
ボ
ー
イ
条
項
を
一
部
無
効
に
す
る
こ
と
で
、
最
低
基
準
に
基
づ
く
受
給
権
を
確
定
的

に
付
与
さ
せ
て
い
る
と
い
う
見
方
が
で
き
る
。
受
給
権
付
与
条
項
に
対
し
て
権
利
創
設
的
な
「
実
質
的
な
変
更
」
を
加
え
る
よ
り
も
、
没

収
条
項
の
効
力
を
縮
減
す
る
ほ
う
が
当
事
者
（
特
に
本
来
制
度
に
関
す
る
裁
量
を
も
っ
て
い
る
使
用
者
）
の
意
思
に
よ
り
近
い
修
正
で
あ
る
こ

と
が
考
慮
さ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
し
か
し
他
方
、H

um
m
ell v. S. E. Rykoff &

 Co.
事
件
で
は
、
同
様
の
エ
リ
サ
法
の
定
め
の
下
）
75
（
で
、
給
付
制
度
が
、
勤
続
一
五
年
未

満
だ
が
競
業
し
な
か
っ
た
者
に
つ
い
て
、
勤
続
五
年
で
五
〇
％
の
受
給
権
を
付
与
し
、
勤
続
一
〇
年
ま
で
毎
年
一
〇
％
ず
つ
受
給
権
を
付

与
す
る
、
段
階
的
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
定
め
る
一
方
で
、
勤
続
一
五
年
未
満
に
退
職
し
て
競
業
し
た
者
に
つ
い
て
は
、
当
時
の
同
法
に
基
づ

く
一
五
年
の
段
階
的
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
反
し
な
い
よ
う
給
付
を
没
収
す
る
競
業
禁
止
条
項
も
定
め
て
い
）
76
（

た
。
こ
れ
は
、
い
ず
れ
の
最
低
基

準
に
違
反
す
る
も
の
で
も
な
か
っ
た
。
そ
し
て
原
告
は
、
勤
続
一
一
年
で
退
職
し
て
競
合
他
社
に
転
職
し
た
者
で
あ
）
77
（

る
。
裁
判
所
は
、
没

収
条
項
は
エ
リ
サ
法
を
遵
守
す
る
よ
う
修
正
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
、
当
該
制
度
の
段
階
的
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
は
、
エ
リ
サ
法
の
一

〇
年
の
ク
リ
フ
ヴ
ェ
ス
テ
ィ
ン
グ
に
追
従
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
当
該
没
収
条
項
も
そ
の
最
低
基
準
に
基
づ
い
て
没
収
可
能
な
割
合
に

限
っ
て
適
用
さ
れ
る
よ
う
修
正
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
述
べ
）
78
（
た
。
そ
の
結
果
、
勤
続
一
一
年
だ
っ
た
原
告
に
受
給
権
が
一
〇
〇
％
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付
与
さ
れ
）
79
（
た
。

㈢
　
小
　
括

　
エ
リ
サ
法
は
、
労
働
者
の
退
職
給
付
が
権
利
と
し
て
軽
視
さ
れ
て
き
た
こ
と
の
反
省
か
ら
、
退
職
給
付
を
強
力
に
保
護
す
る
と
い
う
ポ

リ
シ
ー
の
下
、
給
付
制
度
は
一
定
期
間
勤
続
し
た
者
の
受
給
権
を
没
収
不
可
能
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
最
低
基
準
を
設
定
し
て

い
る
。
こ
の
基
準
は
内
国
歳
入
法
典
が
定
め
る
税
制
優
遇
の
た
め
の
要
件
で
も
あ
る
が
、
エ
リ
サ
法
に
は
こ
れ
に
反
す
る
バ
ッ
ド
ボ
ー
イ

条
項
を
強
行
的
に
無
効
に
す
る
な
ど
の
私
法
上
の
効
力
が
あ
る
。
一
方
で
、
そ
の
最
低
基
準
を
上
回
る
条
件
の
給
付
に
つ
い
て
は
、
そ
の

制
度
の
実
施
に
関
す
る
使
用
者
の
自
主
性
に
立
ち
戻
っ
て
そ
の
設
計
に
関
す
る
裁
量
を
使
用
者
に
認
め
て
お
り
、
こ
の
裁
量
が
バ
ッ
ド

ボ
ー
イ
条
項
の
解
釈
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。
ま
ず
一
般
論
と
し
て
は
、
受
給
権
保
護
を
貫
徹
し
て
バ
ッ
ド
ボ
ー
イ
条
項
を
禁
止
し
た

背
景
に
は
競
業
制
限
が
健
全
な
経
済
を
阻
害
す
る
と
い
う
政
策
判
断
も
あ
る
が
、
こ
の
使
用
者
の
裁
量
が
認
め
ら
れ
る
領
域
で
は
没
収
条

項
が
競
業
制
限
的
で
労
働
者
の
流
動
性
を
妨
げ
る
と
い
う
側
面
さ
え
捨
象
さ
れ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
バ
ッ
ド
ボ
ー
イ
条
項
の
有
効
性
は
、

競
業
制
限
の
合
理
性
な
ど
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
加
入
者
の
勤
続
年
数
に
よ
っ
て
明
確
に
決
定
さ
れ
る
。
ま
た
具
体
的
な
事
案
に
お

い
て
も
、
裁
判
所
は
、
最
低
基
準
よ
り
も
好
条
件
な
制
度
を
敢
え
て
置
い
た
使
用
者
の
合
理
的
意
思
を
探
求
ま
た
は
考
慮
し
て
い
る
と
い

え
る
。
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三
　
ト
ッ
プ
ハ
ッ
ト
プ
ラ
ン
と
競
業
禁
止
条
項

㈠
　
エ
リ
サ
法
の
適
用
除
外
と
し
て
の
ト
ッ
プ
ハ
ッ
ト
プ
ラ
ン

　
エ
リ
サ
法
は
一
部
の
制
度
が
受
給
権
付
与
な
ど
の
規
制
に
服
し
な
い
こ
と
も
定
め
て
い
る
。
福
利
厚
生
制
度
（
三
条
）
80
（

⑴
）
も
そ
の
一
つ

で
あ
る
。
給
与
後
払
い
な
ど
を
目
的
と
し
な
い
（
同
条
⑵
）
81
（

A
参
照
）、
医
療
保
険
給
付
や
障
害
給
付
な
ど
の
福
利
厚
生
制
度
に
基
づ
く
給

付
は
、
受
給
権
付
与
の
最
低
基
準
に
よ
る
保
護
の
対
象
に
は
な
っ
て
い
な
い
（
二
〇
一
条
）
82
（

⑴
）。
例
え
ば
、
解
雇
手
当
協
定
（severance 

pay agreem
ent

）（
三
条
⑵
B
）
83
（

⒤
）
な
ど
に
一
種
の
バ
ッ
ド
ボ
ー
イ
条
項
（
労
働
者
の
非
違
行
為
が
あ
っ
た
な
ど
、
解
雇
に
正
当
な
理
由
が
あ
れ
ば

手
当
を
支
給
し
な
い
旨
の
条
項
）
を
付
し
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
給
付
を
不
支
給
と
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
）
84
（
る
。
ト
ッ
プ
ハ
ッ
ト
プ
ラ
ン
（top 

hat plan

）
と
呼
ば
れ
る
特
別
な
制
度
も
こ
の
よ
う
な
適
用
除
外
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
の
ト
ッ
プ
ハ
ッ
ト
プ
ラ
ン
は
、「
非
積
立
の
制
度
で
、

主
と
し
て
経
営
陣
ま
た
は
高
給
労
働
者
の
選
ば
れ
た
集
団
の
給
与
後
払
い
を
目
的
と
し
て
、
事
業
主
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
る
も
の
」（
二

〇
一
条
⑵
、
三
〇
一
条
⒜
⑶
、
四
〇
一
条
⒜
）
85
（

⑴
）
と
定
義
さ
れ
る
、
企
業
幹
部
向
け
の
退
職
給
付
制
度
の
通
称
で
あ
る
。
例
え
ば
、
生
涯
に
わ

た
っ
て
高
額
な
退
職
給
付
や
高
い
限
度
額
の
健
康
保
険
給
付
を
与
え
る
幹
部
向
け
の
制
度
な
ど
で
あ
る
。

　
内
国
歳
入
法
典
に
お
け
る
適
格
制
度
で
は
、
税
制
優
遇
の
効
果
が
企
業
幹
部
や
一
部
の
高
給
労
働
者
だ
け
で
な
く
従
業
員
一
般
に
広
く

及
ぶ
こ
と
を
企
図
し
て
お
り
、
企
業
幹
部
な
ど
の
み
を
対
象
と
す
る
制
度
を
制
限
す
る
差
別
禁
止
や
最
低
適
用
範
囲
要
件
の
ル
ー
ル
が
置

か
れ
て
い
）
86
（
る
。
そ
の
た
め
、
ト
ッ
プ
ハ
ッ
ト
プ
ラ
ン
は
、
非
適
格
制
度
と
さ
れ
、
給
付
が
労
働
者
に
支
払
わ
れ
る
時
点
ま
で
課
税
が
繰
り

延
べ
ら
れ
る
に
と
ど
ま
る
。
し
か
し
、
民
事
上
の
権
利
で
あ
る
受
給
権
を
保
護
す
る
エ
リ
サ
法
は
、
こ
の
ト
ッ
プ
ハ
ッ
ト
プ
ラ
ン
に
も
一

定
の
範
囲
で
適
用
さ
れ
る
。
同
プ
ラ
ン
に
該
当
す
る
制
度
も
、
労
働
者
に
退
職
給
付
ま
た
は
所
得
後
払
い
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、

通
常
の
年
金
制
度
と
同
様
に
エ
リ
サ
法
上
の
年
金
制
度
（
三
条
⑵
）
87
（

A
）
に
該
当
し
、
報
告
・
開
示
と
執
行
・
強
制
に
関
す
る
規
制
が
及
ぶ
。
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し
か
し
、
給
付
が
賃
金
後
払
的
性
格
を
も
ち
う
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
受
給
権
付
与
の
ほ
か
、
加
入
資
格
、
積
立
て
、
信
認
義
務
と
い
う
実

体
的
規
制
が
解
除
さ
れ
）
88
（

る
。
労
働
省
（D

epartm
ent of Labor

）
の
解
釈
な
ど
に
よ
れ
ば
、
企
業
幹
部
な
ど
職
位
や
給
与
水
準
が
高
い
労

働
者
は
、
年
金
制
度
の
設
計
や
運
営
に
つ
い
て
、
そ
の
リ
ス
ク
を
踏
ま
え
、
使
用
者
と
交
渉
、
監
視
ま
た
は
そ
の
他
の
方
法
に
よ
っ
て
影

響
力
を
有
し
て
い
る
、
換
言
す
れ
ば
、
加
入
者
に
交
渉
力
が
あ
る
こ
と
が
、
ト
ッ
プ
ハ
ッ
ト
プ
ラ
ン
か
ら
受
給
権
保
護
や
信
認
義
務
が
除

外
さ
れ
た
立
法
の
背
景
に
あ
）
89
（

る
。
ま
た
、
重
要
な
人
材
を
会
社
に
引
き
付
け
、
留
め
る
た
め
に
、
幹
部
向
け
の
給
与
体
系
の
設
計
に
は
使

用
者
の
柔
軟
な
権
限
を
認
め
る
べ
き
だ
と
い
う
要
請
も
あ
）
90
（
る
。
ト
ッ
プ
ハ
ッ
ト
プ
ラ
ン
は
、
通
常
の
年
金
制
度
と
は
別
に
、
企
業
幹
部
に

対
す
る
給
与
パ
ッ
ケ
ー
ジ
の
一
環
と
し
て
よ
り
高
額
な
給
付
を
与
え
た
い
と
い
う
企
業
の
需
要
に
応
え
る
制
度
と
し
て
存
在
し
て
い
る
の

で
あ
）
91
（
る
。
他
方
、
手
続
的
規
制
は
、
受
給
権
の
侵
害
の
事
前
・
事
後
に
加
入
者
に
よ
る
交
渉
や
監
視
を
実
現
す
る
た
め
、
な
お
必
要
で
あ

る
こ
と
か
ら
除
外
さ
れ
て
い
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
）
92
（

る
。

　
ト
ッ
プ
ハ
ッ
ト
プ
ラ
ン
は
、
使
用
者
が
バ
ッ
ド
ボ
ー
イ
条
項
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
に
主
眼
が
あ
る
ル
ー
ル
で
は

な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
受
給
権
付
与
の
規
制
が
解
除
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
ア
メ
リ
カ
の
実
務
上
、
使
用
者
が
同
プ
ラ
ン
に
競
業
禁
止
条
項

を
定
め
る
こ
と
が
あ
）
93
（
る
。
前
記
の
「
許
さ
れ
う
る
バ
ッ
ド
ボ
ー
イ
条
項
」
と
同
様
、
競
業
禁
止
条
項
の
有
効
性
、
ひ
い
て
は
使
用
者
が
有

す
る
制
度
設
計
上
の
裁
量
の
広
狭
が
関
わ
る
た
め
、
受
給
権
付
与
と
い
う
エ
リ
サ
法
の
中
核
的
規
制
の
解
除
が
認
め
ら
れ
る
要
件
や
効
果

を
検
討
す
る
意
義
が
あ
る
。
そ
こ
で
本
章
で
は
、
同
プ
ラ
ン
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

㈡
　
ト
ッ
プ
ハ
ッ
ト
プ
ラ
ン
の
要
件

　
エ
リ
サ
法
は
ト
ッ
プ
ハ
ッ
ト
プ
ラ
ン
の
要
件
を
特
に
定
め
て
い
な
い
が
、
同
プ
ラ
ン
の
前
記
定
義
か
ら
、
そ
の
要
件
は
、
当
該
制
度
が

①
非
積
立
の
制
度
で
あ
る
こ
と
と
、
②
主
と
し
て
❶
経
営
陣
ま
た
は
高
給
労
働
者
の
❷
選
ば
れ
た
集
団
の
❸
給
与
後
払
い
を
目
的
と
し
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
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ま
ず
①
「
非
積
立
（unfunded

）」
と
は
、
幹
部
へ
の
給
与
後
払
い
約
束
の
た
め
に
貯
蓄
し
な
い
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
貯
蓄
し
た

資
産
が
使
用
者
の
一
般
財
産
と
し
て
一
般
債
権
者
の
引
当
て
に
な
り
う
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
趣
旨
で
あ
）
94
（

る
。
巡
回
区

控
訴
裁
判
所
の
判
例
に
よ
れ
ば
、
非
積
立
性
の
判
断
で
重
視
さ
れ
る
基
準
は
、
⑴
受
給
者
が
そ
の
請
求
を
満
足
さ
せ
る
た
め
に
会
社
の
一

般
財
産
か
ら
独
立
し
た
財
産
を
引
当
て
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
、
お
よ
び
、
⑵
受
給
者
が
会
社
の
財
産
に
対
し
て
無
担
保
の
一

般
債
権
者
よ
り
も
大
き
な
法
的
権
利
を
有
す
る
か
ど
う
か
で
あ
）
95
（

る
。
具
体
的
に
は
、
制
度
と
信
託
財
産
自
体
が
非
積
立
制
度
の
創
設
を
目

的
と
し
て
い
る
旨
を
明
記
し
て
お
り
、
信
託
財
産
に
入
金
さ
れ
た
積
立
て
が
一
切
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
か
ら
⑴
が
で
き
ず
、
信
託
財
産
は

会
社
ま
た
は
そ
の
子
会
社
の
支
払
不
能
ま
た
は
破
産
申
立
て
の
場
合
に
保
証
す
る
も
の
で
は
な
い
と
明
記
し
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
⑵
も

な
い
場
合
に
、
非
積
立
と
判
断
さ
れ
）
96
（
た
。

　
次
に
、
②
「
主
と
し
て
（prim

arily
）」
は
、
労
働
省
の
意
見
書
で
は
、
加
入
者
（
❶
経
営
陣
ま
た
は
高
給
労
働
者
）
で
は
な
く
制
度
目
的

（
❸
給
与
後
払
い
）
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
お
り
、「
❶
経
営
陣
ま
た
は
高
給
労
働
者
の
❷
選
ば
れ
た
集
団
」
以
外
の

者
を
加
入
者
と
す
る
制
度
は
ト
ッ
プ
ハ
ッ
ト
プ
ラ
ン
に
は
当
た
ら
な
い
と
い
う
立
場
が
と
ら
れ
て
い
）
97
（

る
【
該
当
者
限
定
】。
実
体
的
規
制
の

適
用
除
外
が
認
め
ら
れ
る
の
は
加
入
し
て
い
る
企
業
幹
部
が
受
給
権
に
関
し
て
交
渉
力
を
有
す
る
か
ら
で
あ
る
、
と
ト
ッ
プ
ハ
ッ
ト
プ
ラ

ン
を
理
解
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
加
入
者
を
❶
「
経
営
陣
ま
た
は
高
給
労
働
者
」
に
限
定
す
る
こ
と
を
求
め
る
見
解
が
整
合
的
で
あ
る
。

な
お
、「
高
給
（highly com

pensated

）」
性
は
、
ト
ッ
プ
ハ
ッ
ト
プ
ラ
ン
加
入
者
と
そ
の
他
全
て
の
労
働
者
と
の
間
の
給
与
の
実
質
的
格

差
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
）
98
（

る
。
ま
た
、
前
記
の
通
り
、
同
プ
ラ
ン
が
幹
部
を
対
象
に
し
た
給
付
制
度
に
つ
い
て
使
用
者
の
制
度
設
計
上
の
裁

量
を
認
め
る
制
度
で
も
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
目
的
は
厳
密
に
は
限
定
さ
れ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
理
解
を
前
提
に
す
れ
ば
、「
主

と
し
て
」
と
は
❸
給
与
後
払
い
が
唯
一
の
目
的
で
あ
る
こ
と
は
必
要
で
な
い
趣
旨
だ
と
解
さ
れ
）
99
（
る
。
以
上
に
対
し
、
判
例
に
は
、
当
該
制

度
に
❷
経
営
陣
ま
た
は
高
給
労
働
者
に
該
当
し
な
い
加
入
者
が
数
名
あ
っ
た
だ
け
で
は
直
ち
に
同
制
度
の
ト
ッ
プ
ハ
ッ
ト
プ
ラ
ン
該
当
性

は
否
定
さ
れ
な
い
と
解
す
る
も
の
が
あ
）
100
（
る
【
非
該
当
者
許
容
】。
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さ
ら
に
同
省
は
、
❷
「
選
ば
れ
た
集
団
（select group

）」
と
は
、
そ
の
地
位
お
よ
び
給
与
水
準
の
た
め
、
交
渉
そ
の
他
の
方
法
を
通

じ
、
自
身
の
後
払
い
給
与
制
度
の
設
計
と
運
用
に
影
響
を
与
え
る
力
を
有
す
る
者
ら
を
い
う
、
と
解
し
て
い
）
101
（

る
。
加
入
者
の
従
業
員
全
体

に
占
め
る
割
合
も
考
慮
し
つ
つ
、
こ
の
見
解
に
沿
っ
た
巡
回
区
控
訴
裁
判
所
の
判
例
も
あ
）
102
（
る
【
交
渉
力
基
準
】。
他
方
、
ト
ッ
プ
ハ
ッ
ト
プ

ラ
ン
を
定
め
た
条
文
が
（
個
別
的
に
せ
よ
集
団
的
に
せ
よ
）
交
渉
力
に
言
及
し
て
い
な
い
こ
と
と
、
労
働
省
の
解
釈
を
記
し
た
同
省
意
見
書

が
エ
リ
サ
法
を
解
釈
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
、
全
体
的
な
「
❶
経
営
陣
ま
た
は
高
給
労
働
者
の
❷
選
ば
れ
た
集
団
」
性
に
拘

わ
ら
ず
、
た
っ
た
一
名
の
対
象
労
働
者
が
そ
の
個
別
的
な
交
渉
力
を
欠
く
こ
と
で
ト
ッ
プ
ハ
ッ
ト
プ
ラ
ン
と
し
て
非
適
格
に
な
っ
て
し
ま

う
（
こ
の
指
摘
は
非
該
当
者
許
容
説
を
前
提
に
し
て
い
る
。）
こ
と
を
理
由
に
、
交
渉
力
基
準
を
排
斥
し
て
加
入
者
が
給
与
制
度
の
条
件
に
関

し
て
交
渉
力
を
も
っ
て
い
る
こ
と
は
要
件
で
は
な
い
、
と
判
示
し
た
巡
回
区
控
訴
裁
判
所
の
判
例
も
あ
）
103
（
る
。
こ
の
判
例
は
、
制
度
加
入
資

格
を
も
つ
者
が
❷
「
選
ば
れ
た
集
団
」
に
該
当
す
る
か
を
質
的
側
面
・
量
的
側
面
の
両
面
か
ら
検
討
し
）
104
（

た
【
質
的
量
的
選
択
基
準
】。
判
例

を
見
る
と
、
交
渉
力
を
主
た
る
基
準
と
し
、
労
働
者
が
交
渉
の
た
め
に
委
任
し
た
弁
護
士
を
通
じ
て
退
職
制
度
の
設
計
と
運
営
へ
の
影
響

力
を
行
使
し
た
と
判
断
し
た
も
）
105
（
の
や
、
質
的
量
的
選
択
基
準
に
基
づ
き
、
使
用
者
に
お
い
て
最
も
収
入
が
高
い
外
科
医
ら
は
、
質
的
に
選

択
さ
れ
て
お
り
、
使
用
者
に
お
け
る
全
従
業
員
の
八
・
七
％
未
満
に
と
ど
ま
る
の
で
量
的
に
も
選
択
さ
れ
て
い
る
と
判
断
し
た
も
）
106
（
の
、
質

的
量
的
選
択
基
準
だ
け
で
な
く
、
交
渉
力
も
重
要
で
あ
る
と
し
つ
つ
、
全
従
業
員
の
平
均
給
与
の
二
倍
を
超
え
る
平
均
給
与
を
支
給
さ
れ

て
い
る
経
営
的
地
位
に
あ
る
労
働
者
は
、
職
場
の
一
五
％
を
超
え
る
者
に
提
供
さ
れ
る
制
度
で
あ
っ
て
も
、
❷
「
選
ば
れ
た
集
団
」
で
あ

る
と
判
断
し
た
も
の
が
あ
）
107
（
る
。
他
方
、
制
度
加
入
者
が
監
督
・
方
針
立
案
の
責
任
や
幹
部
的
責
任
を
負
わ
ず
、
年
金
や
賞
与
に
つ
い
て
交

渉
力
を
持
た
な
い
場
合
、
❷
「
選
ば
れ
た
集
団
」
の
要
件
を
充
足
し
な
い
と
判
断
さ
れ
）
108
（

た
。
こ
れ
ら
の
判
例
で
は
、
交
渉
力
基
準
と
質
的

量
的
選
択
基
準
と
は
、
ど
ち
ら
を
よ
り
重
視
す
る
か
と
い
う
問
題
は
あ
り
う
る
が
、
必
ず
し
も
相
対
立
す
る
も
の
と
は
捉
え
ら
れ
て
お
ら

ず
、
む
し
ろ
相
互
補
完
的
に
活
用
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、（
連
邦
法
で
あ
る
エ
リ
サ
法
に
関
し
て
ほ
か
の
巡
回
区
控
訴
裁
判
所
に
よ
る
解
釈
が
少
な
か
ら
ず
参
照
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
）
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ト
ッ
プ
ハ
ッ
ト
プ
ラ
ン
の
要
件
に
対
す
る
判
例
の
理
解
は
必
ず
し
も
一
様
で
は
な
い
。
判
例
の
傾
向
と
し
て
は
、
❷
「
選
ば
れ
た
集
団
」

性
を
判
断
す
る
た
め
に
交
渉
力
基
準
よ
り
も
質
的
量
的
選
択
基
準
を
重
視
し
て
い
た
り
、
高
給
労
働
者
以
外
の
加
入
者
が
若
干
あ
っ
て
も

要
件
該
当
性
が
否
定
さ
れ
な
か
っ
た
り
（
非
該
当
者
許
容
説
）
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
要
件
解
釈
に
当
た
っ
て
、
ト
ッ
プ
ハ
ッ
ト
プ

ラ
ン
を
適
用
除
外
と
し
た
立
法
趣
旨
に
関
す
る
労
働
省
解
釈
を
厳
密
に
貫
徹
す
る
に
は
至
っ
て
お
ら
ず
、
同
プ
ラ
ン
の
該
当
範
囲
を
同
省

解
釈
よ
り
も
や
や
広
く
、
柔
軟
に
捉
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
い
ず
れ
の
判
例
に
お
い
て
も
、
そ
の
立
法
趣
旨
に
関
す
る
同

省
解
釈
が
否
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
要
件
解
釈
上
重
要
な
地
位
を
占
め
て
い
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。

㈢
　
ト
ッ
プ
ハ
ッ
ト
プ
ラ
ン
と
競
業
禁
止
と
の
関
係

　
ト
ッ
プ
ハ
ッ
ト
プ
ラ
ン
の
効
果
は
、
エ
リ
サ
法
の
適
用
を
受
け
つ
つ
、
受
給
権
付
与
な
ど
一
部
の
規
制
が
解
除
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

退
職
後
の
競
業
を
禁
止
す
る
条
項
を
含
む
制
度
が
ト
ッ
プ
ハ
ッ
ト
プ
ラ
ン
に
該
当
す
る
場
合
、
同
制
度
に
基
づ
く
受
給
権
が
没
収
不
可
能

に
な
ら
な
い
た
め
、
使
用
者
は
、
当
該
条
項
に
基
づ
い
て
未
払
い
給
付
の
支
払
い
を
拒
否
す
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
既
払
い
給
付
に
つ
い

て
は
不
当
利
得
と
し
て
返
還
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
ト
ッ
プ
ハ
ッ
ト
プ
ラ
ン
に
よ
る
適
用
除
外
が
あ
る
こ
と
の
立
証
責
任
は
、
当
該

制
度
が
ト
ッ
プ
ハ
ッ
ト
プ
ラ
ン
で
あ
る
と
主
張
す
る
当
事
者
に
あ
る
、
と
解
さ
れ
て
い
）
109
（
る
。
し
た
が
っ
て
、
没
収
条
項
の
有
効
性
を
主
張

す
る
使
用
者
が
そ
の
立
証
責
任
を
負
う
。

　
ト
ッ
プ
ハ
ッ
ト
プ
ラ
ン
と
労
働
者
の
流
動
性
を
阻
害
す
る
競
業
禁
止
条
項
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
な
お
議
論
が
あ
る
。
こ
の
点
、
裁

判
所
は
、
議
会
の
関
心
事
で
あ
っ
た
「
労
働
者
階
級
の
流
動
性
」
は
受
給
権
付
与
の
原
則
に
表
れ
て
い
る
一
方
、
ト
ッ
プ
ハ
ッ
ト
プ
ラ
ン

に
加
入
す
る
高
給
労
働
者
の
流
動
性
の
ほ
う
は
、
議
会
が
エ
リ
サ
法
を
制
定
す
る
動
機
付
け
に
な
る
よ
う
な
事
柄
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ

り
、
ト
ッ
プ
ハ
ッ
ト
プ
ラ
ン
に
は
同
原
則
は
適
用
さ
れ
て
い
な
い
、
と
判
示
し
）
110
（

た
。
し
た
が
っ
て
、（
前
章
で
検
討
し
た
通
り
、
労
働
者
一
般

に
適
用
さ
れ
る
制
度
に
関
す
る
受
給
権
付
与
規
制
に
は
、
競
業
禁
止
条
項
な
ど
の
バ
ッ
ド
ボ
ー
イ
条
項
を
禁
止
す
る
趣
旨
が
含
ま
れ
て
い
る
と
し
て
も
、）
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高
給
労
働
者
の
流
動
性
の
向
上
と
い
う
理
由
か
ら
は
、
ト
ッ
プ
ハ
ッ
ト
プ
ラ
ン
の
競
業
禁
止
条
項
は
無
効
と
解
釈
さ
れ
な
い
。

　
専
占
条
項
は
ト
ッ
プ
ハ
ッ
ト
プ
ラ
ン
に
も
適
用
さ
れ
る
た
め
、
前
記
の
「
許
さ
れ
う
る
バ
ッ
ド
ボ
ー
イ
条
項
」
で
述
べ
た
の
と
同
様
、

競
業
避
止
特
約
の
効
力
を
制
限
す
る
州
法
上
の
規
制
は
適
用
さ
れ
な
）
111
（
い
。
同
プ
ラ
ン
に
は
専
占
条
項
が
適
用
さ
れ
な
い
、
と
い
う
訴
訟
に

お
い
て
労
働
者
か
ら
主
張
さ
れ
る
見
解
を
採
用
し
な
い
理
由
と
し
て
、
専
占
条
項
の
趣
旨
が
使
用
者
が
複
数
の
州
で
給
付
制
度
を
円
滑
に

管
理
、
運
営
で
き
る
よ
う
連
邦
全
体
で
統
一
さ
れ
た
法
律
に
よ
っ
て
規
律
す
る
こ
と
に
あ
る
こ
と
（
前
記
の
「
エ
リ
サ
法
の
概
要
」）
や
、

エ
リ
サ
法
に
お
け
る
執
行
・
強
制
条
項
の
一
部
は
同
プ
ラ
ン
に
適
用
さ
れ
、
一
部
は
適
用
さ
れ
な
い
と
解
す
る
こ
と
が
非
論
理
的
で
あ
る

こ
と
な
ど
が
示
さ
れ
て
い
）
112
（

る
。
そ
の
た
め
、
合
理
性
な
ど
一
定
の
要
件
を
求
め
、
ま
た
州
に
よ
っ
て
内
容
も
異
な
る
、
州
法
の
適
用
を
排

除
で
き
る
こ
と
に
、
競
業
禁
止
条
項
を
ト
ッ
プ
ハ
ッ
ト
プ
ラ
ン
に
定
め
る
こ
と
の
意
義
が
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
）
113
（
る
。

　
没
収
条
項
の
効
力
を
争
う
た
め
に
コ
モ
ン
ロ
ー
に
基
づ
く
主
張
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
も
「
許
さ
れ
う
る
バ
ッ
ド
ボ
ー
イ
条
項
」
の
場

合
と
同
様
で
あ
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
裁
判
所
は
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。
裁
判
所
は
、
エ
リ
サ
法
が
許
容
し
て
は
い
る
（
専
占
条
項
な
ど

に
よ
っ
て
排
除
し
な
い
）
が
実
体
的
な
規
定
を
定
め
て
は
い
な
い
請
求
に
つ
い
て
判
断
す
る
際
、「『
エ
リ
サ
法
に
基
づ
く
制
定
法
上
の
仕
組

み
の
間
隙
を
補
う
』
た
め
に
連
邦
上
の
コ
モ
ン
ロ
ー
を
適
用
す
る
」。
そ
し
て
、
ト
ッ
プ
ハ
ッ
ト
プ
ラ
ン
に
対
す
る
没
収
不
可
能
の
保
護

を
エ
リ
サ
法
が
定
め
な
か
っ
た
こ
と
は
、
企
業
幹
部
が
そ
の
保
護
に
関
し
て
有
す
る
交
渉
力
を
自
ら
行
使
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
立
法
意

思
の
帰
結
で
あ
る
か
ら
、「
間
隙
」
で
は
な
）
114
（
い
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
ト
ッ
プ
ハ
ッ
ト
プ
ラ
ン
に
定
め
ら
れ
た
競
業
禁
止
条
項
の
効
力
を
否
定
し
た
り
、
一
定
の
範
囲
に
制
限
し
た
り
す
る

ル
ー
ル
は
な
い
が
、
加
入
者
の
行
為
が
当
該
条
項
に
規
定
さ
れ
た
没
収
事
由
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
は
問
題
と
な
り
う
る
。
こ
の
判
断
に

つ
い
て
制
度
管
理
者
の
裁
量
を
踏
ま
え
て
判
断
し
た
判
例
が
あ
る
。
そ
の
判
例
は
、
受
給
資
格
を
決
定
し
た
り
、
制
度
の
条
件
を
解
釈
し

た
り
す
る
裁
量
権
を
管
理
者
や
受
認
者
に
与
え
て
い
る
制
度
に
基
づ
く
給
付
の
拒
否
の
場
合
に
、
裁
量
権
の
濫
用
（abuse of discretion. 

「
恣
意
的
か
つ
根
拠
を
欠
い
た
（arbitrary and capricious

）」
と
も
い
わ
れ
る
。）
と
い
う
判
断
基
準
が
適
用
さ
れ
る
と
判
示
し
た
連
邦
最
高
裁
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判
所
の
判
例
を
根
拠
と
し
て
い
）
115
（
る
。
そ
し
て
、
こ
の
裁
量
権
の
濫
用
の
基
準
で
は
、
管
理
者
の
決
定
に
対
す
る
裁
判
所
の
審
査
が
最
も
緩

や
か
な
も
の
に
な
）
116
（

る
。
具
体
的
に
は
、
裁
判
所
だ
っ
た
ら
異
な
る
判
断
を
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
場
合
で
あ
っ
て
も
、
判
断
者
が
証

拠
や
法
的
ル
ー
ル
に
則
っ
て
判
断
す
る
努
力
を
尽
く
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
裁
量
権
の
濫
用
と
は
判
断
さ
れ
な
）
117
（
い
。
こ
の
見
解
に
よ
り
、
裁

判
所
は
、
制
度
加
入
者
が
競
合
他
社
に
雇
用
さ
れ
た
場
合
に
競
業
禁
止
条
項
の
事
由
に
該
当
す
る
と
い
う
制
度
管
理
者
の
決
定
は
裁
量
権

の
濫
用
で
は
な
い
、
と
判
断
し
）
118
（

た
。
ま
た
、
第
五
巡
回
区
控
訴
裁
判
所
は
、
管
理
者
が
前
記
の
よ
う
な
裁
量
権
を
当
該
制
度
か
ら
付
与
さ

れ
て
い
たO

w
ens v. W

. &
 S. Life Ins. Co.

事
件
で
、
生
命
保
険
や
健
康
保
険
そ
の
他
の
投
資
商
品
を
販
売
し
て
い
た
使
用
者
を
退
職

し
た
労
働
者
が
、
ほ
か
の
生
命
保
険
会
社
か
ら
（
労
働
者
と
し
て
で
は
な
く
）
独
立
の
代
理
店
と
し
て
保
険
を
販
売
す
る
よ
う
委
託
さ
れ
、

報
酬
を
受
け
て
い
る
場
合
を
、
生
命
保
険
の
販
売
を
行
う
使
用
者
の
事
業
「
と
競
合
す
る
雇
用
」
と
い
う
没
収
事
由
に
該
当
す
る
と
解
釈

す
る
こ
と
は
妥
当
か
つ
合
理
的
で
あ
る
と
判
断
し
）
119
（

た
。
こ
れ
に
対
し
、
管
理
者
な
ど
に
前
記
裁
量
権
が
付
与
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
、

管
理
者
の
判
断
に
対
し
て
裁
判
所
は
よ
り
踏
み
込
ん
だ
覆
審
的
な
（de novo

）
審
査
を
行
う
こ
と
に
な
）
120
（
る
。
た
だ
し
、
競
業
禁
止
条
項

の
解
釈
の
問
題
に
限
ら
な
い
が
、
ト
ッ
プ
ハ
ッ
ト
プ
ラ
ン
の
管
理
者
な
ど
の
決
定
に
対
す
る
裁
判
所
の
審
査
基
準
（standard of 

review

）
に
つ
い
て
は
、
前
記
最
高
裁
判
例
の
射
程
や
ト
ッ
プ
ハ
ッ
ト
プ
ラ
ン
が
契
約
か
信
託
か
と
い
う
法
的
性
質
な
ど
を
巡
っ
て
議
論

が
あ
）
121
（
る
。
こ
れ
自
体
が
一
つ
の
論
点
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
本
稿
で
は
立
ち
入
ら
な
い
が
、
少
な
く
と
も
法
的
性
質
に
つ
い
て
は
ト
ッ

プ
ハ
ッ
ト
プ
ラ
ン
は
本
質
的
に
は
契
約
で
あ
る
と
い
う
理
解
が
有
力
で
あ
る
と
見
ら
れ
）
122
（

る
。
し
た
が
っ
て
、
前
記
判
例
の
解
釈
が
確
立
さ

れ
た
も
の
と
い
う
た
め
に
は
さ
ら
な
る
裁
判
所
の
判
断
を
待
つ
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

㈣
　
小
　
括

　
ト
ッ
プ
ハ
ッ
ト
プ
ラ
ン
で
は
、
加
入
者
と
な
る
企
業
幹
部
が
自
ら
受
給
権
を
守
れ
る
地
位
に
あ
る
た
め
、
受
給
権
付
与
や
受
託
者
責
任

な
ど
の
実
体
的
規
制
を
外
し
、
手
続
的
規
制
の
み
を
残
す
こ
と
で
退
職
給
付
の
保
護
と
い
う
エ
リ
サ
法
の
目
的
が
実
現
さ
れ
る
と
考
え
ら
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れ
て
い
る
。
ま
た
、
税
制
優
遇
の
対
象
と
な
っ
て
い
な
い
た
め
、
専
ら
民
事
上
の
法
律
関
係
が
問
題
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
該
当
性
要
件

は
、
エ
リ
サ
法
の
一
部
適
用
除
外
と
さ
れ
た
趣
旨
を
基
に
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
競
業
禁
止
条
項
と
の
関
係
に
つ
き
、
通
常
の
制
度
と
は

違
っ
て
労
働
者
の
流
動
性
の
促
進
は
問
題
に
な
ら
な
い
が
、
州
法
や
連
邦
コ
モ
ン
ロ
ー
の
排
除
の
点
で
は
、
前
記
の
「
許
さ
れ
う
る
バ
ッ

ド
ボ
ー
イ
条
項
」
と
概
ね
同
様
の
帰
結
が
導
か
れ
て
い
る
。

四
　
考
　
察

　
最
後
に
、
エ
リ
サ
法
に
関
す
る
以
上
の
検
討
を
踏
ま
え
、
比
較
法
的
に
考
察
す
る
。

　
ま
ず
、
基
本
的
な
法
制
度
設
計
と
し
て
、
民
事
的
法
律
関
係
と
税
制
優
遇
と
の
関
係
を
整
理
し
、
明
確
化
す
べ
き
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
）
123
（

る
。

ア
メ
リ
カ
で
は
、
従
業
員
給
付
制
度
に
基
づ
く
給
付
に
つ
い
て
、
民
事
的
法
律
関
係
（
最
低
基
準
な
ど
の
要
件
と
州
法
排
除
な
ど
の
効
果
・
救

済
）
は
エ
リ
サ
法
が
、
税
制
優
遇
は
内
国
歳
入
法
典
が
、
そ
れ
ぞ
れ
規
律
し
て
お
り
、
使
用
者
が
任
意
に
従
業
員
給
付
制
度
を
設
置
す
る

こ
と
を
奨
励
す
る
た
め
、
後
者
に
は
前
者
と
同
一
内
容
の
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
。
他
方
、
こ
れ
ら
は
必
要
に
応
じ
て
規
律
内
容
を
分
け

て
い
る
。
税
制
非
適
格
で
は
あ
る
が
、
民
事
上
の
手
続
的
規
制
は
残
存
さ
せ
て
い
る
ト
ッ
プ
ハ
ッ
ト
プ
ラ
ン
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
分
離
に
よ
っ
て
エ
リ
サ
法
に
基
づ
く
給
付
制
度
の
法
律
関
係
が
（
一
方
的
）
契
約
の
問
題
で
あ
る
と
認
識
、
整
理
さ
れ
、
契
約
法

の
法
理
が
適
用
さ
れ
て
い
る
（
信
託
法
に
よ
る
部
分
も
大
き
い
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
私
法
関
係
で
あ
る
。）。
ま
た
、
エ
リ
サ
法
の
最
低
基
準
に

強
行
的
効
力
が
（
お
そ
ら
く
場
合
に
よ
っ
て
は
直
律
的
効
力
も
）
備
わ
っ
て
い
る
こ
と
で
民
事
的
法
律
関
係
が
規
律
さ
れ
て
い
る
。
一
方
の
日

本
で
は
、
各
企
業
年
金
法
が
税
制
適
格
に
つ
い
て
定
め
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、「
序
論
」
で
述
べ
た
通
り
、
そ
れ
ら
は
直
ち

に
私
法
上
の
効
力
を
有
す
る
も
の
で
は
な
い
。
現
行
の
法
制
で
は
、
税
制
適
格
に
関
す
る
公
法
上
の
要
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
限
度
で
、

加
入
者
や
受
給
者
の
受
給
権
が
間
接
的
・
反
射
的
に
保
護
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
、
と
い
え
よ
う
。
よ
っ
て
、
各
制
度
に
関
す
る
民
事
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的
法
律
関
係
が
整
理
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

　
次
に
、
私
法
上
の
法
律
関
係
と
公
法
上
の
規
制
の
未
整
理
を
前
提
と
し
て
も
、
企
業
型
確
定
拠
出
年
金
の
「
返
還
」
要
件
の
解
釈
に
つ

い
て
エ
リ
サ
法
か
ら
一
定
の
示
唆
が
得
ら
れ
る
。
確
拠
法
で
は
、
勤
続
三
年
以
上
の
加
入
者
に
つ
い
て
は
そ
の
個
人
別
管
理
資
産
の
移
管

を
求
め
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
私
法
上
の
受
給
権
を
付
与
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
没
収
条
項
と
の
関
係
で
は
受
給
権
が
付
与
さ
れ
て
い
る

こ
と
と
同
様
の
効
果
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
他
方
で
、
勤
続
三
年
未
満
の
者
に
つ
い
て
は
資
産
の
事
業
主
拠
出
部
分
は
返
還
さ
せ
る
旨
を

規
約
に
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
移
管
が
法
律
上
強
制
さ
れ
て
い
な
い
こ
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
事
実
上
の
受
給
権
が
付
与
さ
れ
な
い
も

の
と
し
て
、
拠
出
建
て
制
度
に
つ
き
勤
続
三
年
間
の
ク
リ
フ
ヴ
ェ
ス
テ
ィ
ン
グ
を
定
め
る
エ
リ
サ
法
と
同
様
、
事
業
主
の
制
度
設
計
上
の

裁
量
を
認
め
、
こ
の
返
還
の
事
由
や
範
囲
は
制
限
さ
れ
な
い
と
い
う
解
釈
が
成
り
立
ち
え
よ
う
。
こ
の
見
解
は
、
確
給
法
お
よ
び
そ
の
関

連
規
定
が
規
約
で
定
め
う
る
不
支
給
事
由
を
具
体
的
に
示
す
と
と
も
に
、
そ
の
行
政
解
釈
で
も
懲
戒
解
雇
の
場
合
に
限
定
し
て
い
る
の
に

対
し
、
確
拠
法
は
そ
の
よ
う
な
限
定
を
設
け
て
い
な
い
こ
と
と
も
整
合
的
で
あ
り
、
同
法
で
は
当
該
部
分
の
没
収
を
広
く
認
め
る
と
い
う

趣
旨
と
理
解
で
き
る
。

　
さ
ら
に
、
確
給
法
と
確
拠
法
は
、
い
ず
れ
も
給
付
を
没
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
要
件
が
条
文
の
文
言
か
ら
明
確
で
な
い
こ
と
は
「
序

論
」
で
述
べ
た
通
り
で
あ
る
が
、
も
し
こ
の
確
拠
法
に
お
け
る
勤
続
三
年
未
満
の
者
に
つ
い
て
は
、
エ
リ
サ
法
と
同
様
に
返
還
が
制
限
さ

れ
な
い
と
解
す
る
と
、
没
収
可
能
性
の
基
準
を
明
確
化
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
本
稿
二
章
で
検
討
し
た
通
り
、
エ
リ
サ
法
で
は
、
ど
の
よ

う
な
場
合
に
バ
ッ
ド
ボ
ー
イ
条
項
が
許
さ
れ
、
効
力
を
も
つ
の
か
は
当
該
加
入
者
の
勤
続
年
数
に
よ
っ
て
明
白
で
あ
る
。
日
本
で
は
、
特

に
確
給
法
が
不
支
給
の
可
否
を
明
確
に
線
引
き
で
き
る
規
制
に
な
っ
て
い
な
い
の
で
、
そ
れ
が
で
き
る
よ
う
な
法
制
度
に
す
る
こ
と
の
是

非
が
問
わ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
こ
れ
に
関
連
す
る
立
法
論
の
問
題
が
各
企
業
年
金
制
度
の
間
に
お
け
る
規
制
内
容
の
統
一
（
い
わ
ゆ
る
イ
コ
ー
ル
フ
ッ
テ
ィ
ン
グ
）
の
是

非
で
あ
）
124
（
る
。
本
稿
で
は
視
点
を
示
す
に
と
ど
め
る
が
、
エ
リ
サ
法
と
の
比
較
か
ら
も
議
論
さ
れ
る
べ
き
事
柄
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
受
給
権
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付
与
に
関
し
て
い
え
ば
、
エ
リ
サ
法
（
厳
密
に
は
こ
れ
を
改
正
し
た
年
金
保
護
法
）
は
、
給
付
の
ポ
ー
タ
ビ
リ
テ
ィ
の
観
点
か
ら
制
度
に
応

じ
て
最
低
基
準
の
水
準
に
若
干
の
違
い
を
設
け
て
い
る
も
の
の
、
最
低
基
準
を
上
回
る
給
付
に
つ
い
て
使
用
者
の
広
い
裁
量
を
認
め
て
い

る
点
で
、
給
付
建
て
制
度
と
拠
出
建
て
制
度
と
の
間
で
違
い
は
な
い
と
い
え
る
。
日
本
で
は
、
確
給
法
と
確
拠
法
と
で
、
公
的
年
金
の
補

完
（
確
給
法
一
条
、
確
拠
法
一
条
）
と
い
う
立
法
趣
旨
は
共
通
す
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
給
付
の
不
支
給
を
認
め
る
条
件
が
全
く
異
な
っ
て
い

る
。
確
給
法
で
は
、
ほ
か
の
規
制
と
同
様
、
不
支
給
事
由
も
退
職
金
制
度
の
理
解
を
基
礎
に
し
て
い
る
が
、
そ
う
し
た
「
退
職
金
」
と
し

て
の
性
格
を
後
退
さ
せ
、
確
拠
法
と
平
仄
を
合
わ
せ
る
か
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
受
給
権
付
与
規
制
と
い
う
一
面
か
ら
一
定
の
示
唆
は
得
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
企
業
年
金
規
制
の
私
法
上
の
効
力
論
や
イ
コ
ー
ル

フ
ッ
テ
ィ
ン
グ
の
是
非
の
よ
う
な
根
幹
的
な
課
題
を
解
決
す
る
た
め
に
は
、
両
国
の
制
度
全
体
を
通
じ
た
よ
り
俯
瞰
的
な
比
較
が
必
要
と

な
る
。
こ
れ
は
今
後
の
検
討
課
題
と
し
た
い
。

　
他
方
で
、
退
職
金
制
度
は
、
給
付
の
性
格
か
ら
解
釈
上
効
力
が
制
限
さ
れ
る
か
、
公
序
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
る
こ
と
は
あ
る
が
、
基
本

的
に
は
労
働
契
約
法
制
に
従
っ
て
自
由
に
設
計
で
き
る
。
加
え
て
、
退
職
金
債
権
は
、
功
労
報
償
的
性
格
が
排
除
さ
れ
な
い
）
125
（

点
や
、
退
職

時
ま
で
債
権
と
し
て
成
立
せ
ず
、
受
託
者
責
任
な
ど
の
仕
組
み
も
な
い
た
め
、
確
拠
法
に
基
づ
く
給
付
と
は
違
っ
て
事
実
上
の
受
給
権
も

観
念
で
き
な
い
点
で
、
退
職
金
制
度
に
対
す
る
エ
リ
サ
法
か
ら
の
示
唆
は
限
定
的
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
点
は
、
む
し
ろ
同
法
が

適
用
さ
れ
な
い
競
業
避
止
特
約
や
没
収
条
項
に
関
す
る
州
法
上
の
規
制
や
法
）
126
（
理
を
分
析
す
る
こ
と
が
有
益
だ
と
思
わ
れ
る
。
実
際
、
エ
リ

サ
法
が
存
在
す
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
競
業
避
止
特
約
と
給
付
没
収
条
項
と
の
性
格
の
違
い
に
つ
い
て
、
ア
メ
リ
カ
法
と
日
本
法
の
理
解
は

近
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
本
稿
二
章
で
の
検
討
か
ら
も
わ
か
っ
た
。
こ
ち
ら
も
今
後
の
検
討
課
題
と
し
た
い
。

（
1
）  

リ
ー
デ
ィ
ン
グ
ケ
ー
ス
と
し
て
、
フ
ォ
セ
コ
・
ジ
ャ
パ
ン
・
リ
ミ
テ
ィ
ッ
ド
事
件
・
奈
良
地
判
昭
四
五
年
一
〇
月
二
三
日
判
時
六
二
四
号
七
八

頁
。
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（
2
）  

こ
こ
で
い
う
「
間
接
的
」
と
は
、
前
記
の
競
業
避
止
特
約
の
よ
う
に
、
損
害
賠
償
（
民
法
四
一
五
条
前
段
）
や
差
止
め
（
同
四
一
四
条
三
項
）

と
い
う
債
務
不
履
行
の
効
果
を
導
く
契
約
上
の
競
業
避
止
義
務
を
課
す
こ
と
で
「
直
接
的
に
」
禁
止
す
る
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
趣
旨
で
あ
る
。

（
3
）  

山
川
隆
一
『
労
働
紛
争
処
理
法
』
二
三
五
―
二
三
七
頁
（
弘
文
堂
、
二
〇
一
二
）。

（
4
）  
退
職
金
も
「
賃
金
」
に
該
当
す
る
と
し
て
、
退
職
金
不
支
給
条
項
が
賃
金
全
額
払
原
則
を
定
め
る
労
基
法
二
四
条
一
項
本
文
に
違
反
す
る
か
、

と
い
う
議
論
も
あ
る
。
し
か
し
、
具
体
的
な
退
職
金
債
権
は
、
退
職
時
ま
で
債
権
と
し
て
発
生
し
て
い
な
い
と
解
さ
れ
る
の
で
、
同
条
に
は
違
反

し
な
い
だ
ろ
う
。
菅
野
和
夫
『
労
働
法
（
第
一
一
版
補
正
版
）』
四
二
三
頁
（
弘
文
堂
、
二
〇
一
七
）。

（
5
）  

三
晃
社
事
件
・
最
二
小
判
昭
和
五
二
年
八
月
九
日
労
経
速
九
五
八
号
二
五
頁
、
中
部
日
本
広
告
社
事
件
・
名
古
屋
高
判
平
成
二
年
八
月
三
一
日

労
判
五
六
九
号
三
七
頁
、
Ｎ
Ｔ
Ｔ
東
日
本
（
退
職
金
請
求
）
事
件
・
東
京
高
判
平
成
二
四
年
九
月
二
八
日
労
判
一
〇
六
三
号
二
〇
頁
な
ど
。

（
6
）  

モ
リ
ク
ロ
（
懲
戒
解
雇
等
）
事
件
・
大
阪
地
判
平
成
二
三
年
三
月
四
日
労
判
一
〇
三
〇
号
四
六
号
な
ど
。

（
7
）  

野
村
證
券
元
従
業
員
事
件
・
東
京
地
判
平
成
二
八
年
三
月
三
一
日
労
判
一
一
四
四
号
三
七
頁
な
ど
。

（
8
）  

秘
密
の
漏
洩
と
競
業
は
、
そ
れ
ら
の
禁
止
に
よ
る
労
働
者
の
職
業
選
択
の
自
由
に
対
す
る
制
約
の
強
度
な
ど
の
点
で
、
必
ず
し
も
同
質
の
行
為

だ
と
は
い
え
な
い
。

（
9
）  

冒
頭
に
述
べ
た
通
り
、
労
働
者
は
ひ
と
た
び
退
職
す
れ
ば
も
は
や
使
用
者
に
対
し
て
競
業
避
止
義
務
を
負
う
関
係
に
な
く
な
る
た
め
、
こ
こ
で

い
う
「
職
務
上
の
義
務
」
と
は
、
有
効
な
競
業
避
止
特
約
に
基
づ
い
て
退
職
し
た
労
働
者
が
負
う
こ
と
と
な
る
競
業
避
止
義
務
を
前
提
と
し
て
い

る
の
か
（
前
記
の
通
り
、
退
職
金
不
支
給
条
項
に
基
づ
く
不
支
給
は
、
必
ず
し
も
競
業
避
止
義
務
の
存
在
を
前
提
と
し
な
い
。）、
ま
た
、
有
効
な

特
約
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
「
職
務
上
の

0

0

0

0

義
務
」
と
い
え
る
の
か
。

（
10
）  

平
成
一
四
年
三
月
二
九
日
年
発
第
〇
三
二
九
〇
〇
八
号
。
ま
た
、
確
給
法
施
行
規
則
三
二
条
の
「
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
場
合
」
も
、
同
三
一

条
一
号
な
い
し
三
号
の
事
由
に
該
当
す
る
者
が
諭
旨
解
雇
と
な
っ
た
場
合
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。

（
11
）  

森
戸
英
幸
『
企
業
年
金
の
法
と
政
策
』
四
一
頁
（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
三
）。

（
12
）  

森
戸
英
幸
「
企
業
年
金
の
『
受
給
者
減
額
』」
中
嶋
士
元
也
還
暦
『
労
働
関
係
法
の
現
代
的
展
開
』
一
一
九
頁
、
一
三
三
頁
（
信
山
社
、
二
〇

〇
四
）。

（
13
）  

例
え
ば
、
森
戸
英
幸
「
事
業
再
生
と
企
業
年
金
」
ジ
ュ
リ
一
四
〇
一
号
三
八
頁
（
二
〇
一
〇
）、
坂
井
岳
夫
「
企
業
年
金
の
受
給
者
減
額
に
関

す
る
一
考
察
」
同
法
六
一
巻
五
号
一
五
四
三
頁
（
二
〇
〇
九
）、
河
合
塁
「
企
業
年
金
」
日
本
労
働
法
学
会
編
『
講
座
労
働
法
の
再
生
第
三
巻 

労
働
条
件
論
の
課
題
』
六
五
頁
（
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
七
）
な
ど
。
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（
14
）  

森
戸
・
前
掲
注
（
11
）
五
五
頁
、
重
元
啓
史
「
我
が
国
に
お
け
る
新
企
業
年
金
二
法
の
形
成
過
程
」
日
本
年
金
学
会
誌
二
二
号
一
一
頁
、
一
四

頁
（
二
〇
〇
二
）。

（
15
）  29 U.  S. C. 

§§1001 -1461.
（
16
）  
エ
リ
サ
法
の
立
法
に
至
っ
た
ア
メ
リ
カ
の
背
景
に
つ
い
て
述
べ
た
邦
語
研
究
と
し
て
、
國
武
輝
久
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
企
業
年
金
制
度
の
概

要
」
季
労
一
六
六
号
一
二
四
頁
、
一
二
八
―
一
二
九
頁
（
一
九
九
三
）、
重
元
・
前
掲
注
（
14
）
一
三
―
一
四
頁
。

（
17
）  Jeffery M

. H
irsch et al., U

n
d

erstan
d

in
g E

m
plo

ym
en

t L
aw 193 （2d ed. 2013

）.

（
18
）  Kathryn J. Kennedy, Judicial Standard of Review in ERISA

 Benefit Claim
 Cases, 50 A

m. U. L. R
ev. 1083, 1084 （2001

）.

（
19
）  E

m
p. B

en
efit R

es. In
st., F

u
n

d
am

en
tals o

f E
m

plo
yee B

en
efit P

ro
g

ram
s 45 

（6th ed. 2009

）（
邦
訳
と
し
て
、Em

ployee Benefit 
Research Institute 

（
鈴
木
義
和
訳
）『
ア
メ
リ
カ
従
業
員
福
祉
の
す
べ
て
（
第
六
版
）』
三
〇
頁
（
企
業
年
金
連
合
会
、
二
〇
〇
九
））. See also 

2 M
ark a. R

o
th

stein et al., E
m

plo
ym

en
t L

aw 887 （5th ed. 2014

）.

（
20
）  H

irsch et al., supra note 17, at 193.

（
21
）  

例
え
ば
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
法
で
は
、
使
用
者
の
正
当
利
益
を
保
護
す
る
た
め
に
合
理
的
な
競
業
制
限
を
定
め
た
特
約
を
有
効
と
す
る
、
と
い

う
判
例
法
理
が
形
成
さ
れ
て
お
り
（
例
え
ば
、BD

O
 Seidm

an v. H
irshberg, 93 N. Y. 2d 382, 388 -89 （1999

））、
日
本
に
類
似
す
る
ル
ー

ル
に
な
っ
て
い
る
。
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
法
で
は
、
制
定
法
に
よ
っ
て
退
職
後
の
競
業
を
含
む
職
業
の
制
限
を
一
般
的
に
禁
止
し
て
い
る
（B

u
s. 

&
 P

ro
f. 

§16600

）。
テ
キ
サ
ス
州
法
で
は
、
制
定
法
に
よ
っ
て
競
業
制
限
が
使
用
者
の
正
当
利
益
を
保
護
す
る
た
め
に
合
理
的
で
あ
る
こ
と
を

求
め
る
と
と
も
に
、
特
別
な
約
因
（
対
価
）
を
要
求
し
て
い
る
（B

u
s &
 C

o
m. C

o
d

e 

§§15. 50 - 15. 52

）。
ま
た
、
雇
用
法
リ
ス
テ
イ
ト
メ

ン
ト
や
第
二
次
契
約
法
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
で
は
、
前
記
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
法
と
同
じ
よ
う
に
、
使
用
者
の
正
当
利
益
を
保
護
す
る
た
め
に
合

理
的
な
競
業
制
限
に
つ
い
て
は
特
約
を
有
効
と
す
る
ル
ー
ル
を
再
述
し
て
い
る
。R

estatem
en

t o
f E

m
plo

ym
en

t L
aw 

§8. 06 

（A
m. L

aw 
In

st. 2015

）, R
estatem

en
t （S

eco
n

d

） of C
o

n
tracts 

§188 （A
m. L

aw In
st. 1981

）.

（
22
）  Bigda v. Fischbach Corp. 898 F. Supp. 1004, 1015 aff
’d 101 F. 3d 108 

（2d Cir. 1996

） （citing Fort H
alifax Packing Co. v. 

Coyne, 482 U. S. 1, 9 -11 （1987

））.

（
23
）  29 U. S. C. 

§1001.

（
24
）  R

o
th

stein et al., supra note 19, at 889. 

森
戸
・
前
掲
注
（
11
）
一
六
一
頁
。

（
25
）  29 U. S. C. 

§1002 （19

）.
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（
26
）  Id. 

§1053 （c

） （1

） （A

）, 

§1054 （g

）, 26 U. S. C. 

§411 （a

） （10

） （A

）, 

§411 （d

） （6

）.

（
27
）  29 U. S. C. 

§1056 （d

） （1

）.
（
28
）  Id. 

§1001 

（a

）. 

古
く
は
、
年
金
給
付
は
使
用
者
か
ら
の
贈
与
（gift

ま
た
はgratuity

）
と
い
う
恩
恵
的
給
付
で
あ
っ
て
、
労
働
者
は
受
給
す

る
ま
で
受
給
で
き
る
と
い
う
法
的
権
利
は
な
い
、
と
理
解
さ
れ
て
い
た
。M
cN
evin v. Solvay Process Co., 53 N. Y. S. 98, 99 

（App. D
iv 

1898
） aff

’d per curium
, 60 N. E. 1115 （N. Y. 1901

）.

（
29
）  H

. R. R
ep. N

O. 93 -807, at 8 

（1974

）, reprinted in 2 S
u

bc
o

m
m. o

n L
a

bo
r o

f th
e C

o
m

m. o
n L

a
bo

r a
n

d P
u

blic W
elfa

re, 
L

eg
isla

tiv
e H

isto
r

y o
f th

e E
m

plo
y

ee R
etir

em
en

t In
c

o
m

e S
ec

u
r

ity A
c

t o
f 1974, at 3121, 3128 

（1976

） ﹇hereinafter  
L
EG
ISLATIV

E H
ISTO

R
Y

﹈.

（
30
）  H

irsch et a
l., supra note 17, at 202. See also L

a
w

ren
ce A. F

ro
lik &

 K
a

th
ryn L. M

o
o

re, L
a

w o
f E

m
plo

yee P
en

sio
n a

n
d 

W
elfare B

en
efits 134 （2d ed. 2008

）.

（
31
）  

拠
出
建
て
制
度
で
は
、
加
入
者
拠
出
に
基
づ
く
投
資
収
益
も
含
め
て
確
定
す
る
。E

m
p. B

en
efit R

es. In
st. supra note 19, at 47. 

こ
れ
に

対
し
、
給
付
建
て
制
度
で
は
、
制
度
資
産
の
余
剰
部
分
が
部
分
的
に
は
加
入
者
拠
出
に
基
づ
く
と
し
て
も
、
確
定
は
し
な
い
。See H

ughes 
Aircraft Co. v. Jacobson 525 U. S. 432, 441 （1999

）.

（
32
）  29 U. S. C. 

§1053 （a

） （1

）, 26 U. S. C. 

§411 （a

） （1

）.

（
33
）  29 U. S. C. 

§1053 （a

） （2

） （A

） （ii
）, 26 U. S. C. 

§411 （a

） （2

） （A

） （ii

）.

（
34
）  29 U. S. C. 

§1053 （a

） （2

） （A

） （iii

）, 26 U. S. C. 

§411 （a

） （2

） （A

） （iii

）.

（
35
）  29 U. S. C. 

§1053 （a

） （2

） （A

） （i

）, 26 U. S. C. 
§411 （a

） （2

） （A

） （i

）.

（
36
）  Pub. L. N
o. 109 -280, 120 Stat. 780.

（
37
）  29 U. S. C. 

§1053 （a

） （2

） （B

） （ii

）, 26 U. S. C. 

§411 （a
） （2

） （B

） （ii

）.

（
38
）  29 U. S. C. 

§1053 （a

） （2

） （B

） （iii

）, 26 U. S. C. 

§411 （a
） （2
） （B

） （iii

）.

（
39
）  29 U. S. C. 

§1053 （a

） （2

） （B

） （i

）, 26 U. S. C. 

§411 （a

） （2
） （B
） （i

）.

（
40
）  U. S. S

en
a

te R
epu

blica
n P

o
licy C

o
m

m
ittee, L

eg
isla

tiv
e N

o
tice: H

. R. 4 ‒P
en

sio
n P

ro
tectio

n A
ct o

f 2006, 15 

（Aug. 2, 
2006

）. See also E
m

p. B
en

efit R
es. In

st. supra note 19, at 8 -9

（
鈴
木
訳
・
前
掲
注
（
19
）
八
頁
）.

（
41
）  29 U. S. C. 

§1053 （a

）, 26 U. S. C. 

§411 （a

）.



法学政治学論究　第120号（2019.3）

28

（
42
）  29 U. S. C. 

§1052, 26 U. S. C. 

§410.

（
43
）  29 U. S. C. 

§1054, 26 U. S. C. 

§411 （b

）.
（
44
）  F

ro
lik &

 M
o

o
re, supra note 30, at 134. 

森
戸
・
前
掲
注
（
11
）
一
六
九
頁
も
参
照
。

（
45
）  N

edrow
 v. M

acFarlane &
 H
ay Co. Em

ployees

’ Profit Sharing Plan &
 Trust, 476 F. Supp. 934, 935 （E. D. M

ich. 1979

）.
（
46
）  Ellen Leary Coccom

a, ERISA

’s Restrictions on the U
se of Postem

ploym
ent A

nticom
petition Covenants, 45 Alb. L. Rev. 410, 

416 （1981

）.

（
47
）  Id., at 415 -16. 

エ
リ
サ
法
制
定
以
前
は
、
一
部
の
州
で
は
、
ほ
か
の
州
の
よ
う
に
合
理
性
が
要
求
さ
れ
る
（
前
掲
注
（
21
）
参
照
）
わ
け
で

は
な
く
、
労
働
者
の
選
択
法
理
（em

ployee

’s choice doctrine

）
に
基
づ
き
、
年
金
制
度
の
競
業
禁
止
条
項
が
有
効
と
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
法

理
は
、
使
用
者
が
、
一
定
の
給
付
を
諦
め
て
使
用
者
と
競
業
す
る
か
競
業
行
為
を
控
え
て
給
付
を
保
持
す
る
か
の
選
択
肢
を
労
働
者
に
与
え
、
労

働
者
が
任
意
に
選
択
す
る
限
り
、
競
業
に
よ
る
没
収
条
項
を
有
効
と
す
る
ル
ー
ル
で
あ
り
、
エ
リ
サ
法
が
適
用
さ
れ
な
い
給
付
で
は
現
在
も
採
用

さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
（
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
で
は
、Lucente v. IBM

 Corp., 310 F. 3d 243, 254 

（2d Cir. 2002

）
な
ど
）。
エ
リ
サ
法
が
問
題

と
な
っ
た
事
件
で
は
な
い
が
、
第
七
巡
回
区
控
訴
裁
判
所
は
、Schlum

berger Technology Corp. v. Blaker

事
件
で
、
競
業
避
止
特
約
と
没

収
条
項
と
の
違
い
に
つ
き
、
競
業
し
な
い
こ
と
を
条
件
と
す
る
給
付
の
申
出
は
、
競
業
避
止
特
約
の
履
行
強
制
よ
り
も
、
労
働
者
や
競
争
過
程
へ

の
脅
威
が
小
さ
い
、
と
解
し
た
。859 F. 2d 512, 517 （7th Cir. 1988

）.

（
48
）  N

edrow
 v. M

acFarlane &
 H
ay Co. Em

ployees

’ Profit Sharing Plan &
 Trust, 476 F. Supp. 934, 935 （E. D. M

ich. 1979

） （citing 
29 U. S. C. 

§1001

）.

（
49
）  H

. R. Rep. N
o. 93 -807, at 60 

（1974

）, reprinted in 2 L
EG
ISLATIV

E H
ISTO

R
Y, supra note 29, at 3121, 3180. W

iner v. Edison 
Bros. Store Pension Plan

事
件
は
、
こ
の
議
会
報
告
を
引
用
し
、
受
給
権
付
与
条
項
の
目
的
は
バ
ッ
ド
ボ
ー
イ
条
項
の
禁
止
で
あ
る
と
判
示
し

た
。593 F. 2d 307, 311 （8th Cir. 1979

）.

（
50
）  John W

. Lee, ERISA

’s 

“Bad Boy

”: Forfeiture For Cause In Retirem
ent Plans, 9 L

o
y. U. C

h
i. L. J. 137, 147 （1977

） （citing S. 
R

ep. N
o. 93 -383, at 45 （1973

）, reprinted in 1 L
EG
ISLATIV

E H
ISTO

R
Y, supra note 29, at 1069, 1113

）.

（
51
）  H

epple v. Roberts &
 D
ybdahl, Inc., 622 F. 2d 962, 965 （8th Cir. 1980

）; R
o

th
stein et al., supra note 19, at 891.

（
52
）  See Lee, supra note 50, at 147 

（1977

） （citing S. R
ep. N

o. 93 -383, at 45 

（1973

）, reprinted in 1 L
EG
ISLATIV

E H
ISTO

R
Y, supra 

note 29, at 1069, 1113

）. 

前
記
の
「
没
収
不
可
能
」
の
定
義
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
年
金
受
給
権
は
、
日
本
法
の
退
職
金
が
有
す
る
よ
う
な
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功
労
報
償
的
な
性
格
を
持
ち
合
わ
せ
て
は
い
な
い
。
石
垣
修
一
『
企
業
年
金
運
営
の
た
め
の
エ
リ
サ
法
ガ
イ
ド
』（
中
央
経
済
社
、
二
〇
〇
八

年
）
八
八
頁
。

（
53
）  29 U. S. C. 

§1053 （d

）.
（
54
）  R

o
th

stein et al., supra note 19, at 891 -92; H
irsch et al., supra note 17, at 202 n. 53.

（
55
）  26 C. F. R. 

§1. 411 （a

） - （4

） （a

）.

（
56
）  H

epple v. Roberts &
 D
ybdahl, Inc., 622 F. 2d 962, 966 

（8th Cir. 1980

）; H
um
m
ell v. S. E. Rykoff &

 Co. 634 F. 2d 446, 449 

（9th Cir. 1980

）.

（
57
）  E. g. Clark v. Lauren Young Tire Center Profit Sharing Trust, 816 F. 2d 480, 481 

（9th Cir. 1987

） （citing Lojek v. Thom
as, 

716 F. 2d 675, 678 -79 （9th Cir. 1983

））（
当
時
の
エ
リ
サ
法
が
、
勤
続
一
〇
年
間
の
ク
リ
フ
ヴ
ェ
ス
テ
ィ
ン
グ
を
最
低
基
準
と
し
て
い
た
中

で
、
使
用
者
の
年
金
制
度
で
は
、
勤
続
六
年
間
で
受
給
権
一
〇
〇
％
が
発
生
す
る
と
し
て
い
た
が
、
一
〇
年
間
勤
続
す
る
前
に
退
職
し
て
競
合
他

社
の
雇
用
を
受
諾
し
た
場
合
に
ア
カ
ウ
ン
ト
を
没
収
す
る
と
い
う
条
項
を
有
効
と
し
た
。）. 

労
働
者
の
非
違
行
為
を
理
由
と
す
る
バ
ッ
ド
ボ
ー
イ

条
項
に
基
づ
く
没
収
を
認
め
た
事
例
と
し
て
、Frem

ont v. M
cG
raw
-Edison Co., 606 F. 2d 752 （7th Cir. 1979

）。

（
58
）  N

oell v. Am
erican D

esign, Inc. Profit Sharing Plan, 764 F. 2d 827, 831 （11th Cir. 1985

）.

（
59
）  H

epple v. Roberts &
 D
ybdahl, Inc., 622 F. 2d 962, 965 -66 

（8th Cir. 1980

） （citing H
. R. Rep. N

o. 93 -807, at 19 

（1974

）, 
reprinted in 2 L

EG
ISLATIV

E H
ISTO

R
Y, supra note 29, at 3121, 3139

）. 

エ
リ
サ
法
の
背
後
に
あ
る
労
使
間
の
利
害
対
立
に
関
し
、see 

K
ath

ryn J. K
en

n
ed

y, E
m

plo
yee B

en
efits L

aw: Q
u

alificatio
n an

d ERISA R
eq

u
irem

en
ts 4 （3d ed. 2017

）（
従
業
員
給
付
制
度
に
基

づ
く
給
付
の
「
自
主
」
性
の
た
め
、
制
度
運
営
者
の
制
度
を
設
計
、
変
更
、
終
了
す
る
権
限
と
、
給
付
が
確
定
し
た
後
の
加
入
者
お
よ
び
受
給
者

に
与
え
ら
れ
る
べ
き
保
護
と
の
間
の
微
妙
な
バ
ラ
ン
ス
が
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